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中
国
研
究
集
刊 

剣
号
（
総
五
十
五
号
）
平
成
二
十
四
年
十
二
月　

一
︱
三
九
頁

春
秋
學
特
殊
用
語
集
賡
編（
一
）

岩
本
憲
司

本
稿
は
、
一
般
の
語
學
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
か
な
か
明
ら
か
に
し
難
い

「
春
秋
學
」
の
特
殊
用
語
に
つ
い
て
、「
春
秋
學
」
學
の
立
場
か
ら
、
專
ら
論

理
的
に
分
析
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
第
一
回
で
は
、
順
不
同

に
、【
不
若
】【
近
乎
圍
】【
髙
顯
】【
大
雨
霖
】【
郭
公
】【
親
周
故
宋
】【
託

義
】【
兄
弟
辭
】【
私
行
】【
上
殺
】【
不
言
使
】【
晦
】
の
十
二
語
を
扱
う
。

【
不
若
】

よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
だ
が
、『
論
語
』
八
佾
「
子
曰　

夷
狄
之

有
君　

不
如

0

0

諸
夏
之
亡
也
」
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
正
反
對
な
解

釋
が
あ
る
。
第
一
の
解
釋
は
、
邢
疏
に
「
言
夷
狄
雖
有
君
長　

而

無
禮
義　

中
國
雖
偶
無
君　

若
周
召
共
和
之
年　

而
禮
義
不
廢　

故
曰　

夷
狄
之
有
君　

不
如
諸
夏
之
亡
也
」
と
あ
り
、
皇
疏
に

「
此
章
重
中
國
賤
蠻
夷
也　

諸
夏　

中
國
也　

亡　

無
也　

言
夷

狄
雖
有
君
主　

而
不
及

0

0

中
國
無
君
也　

故
孫
綽
曰　

諸
夏
有
時
無

君　

道
不
都
喪　

夷
狄
強
者
爲
師　

理
同
禽
獸
也　

釋
惠
琳
曰　

有
君
無
禮　

不
如
有
禮
無
君
也　

刺
時
季
氏
有
君
無
禮
也
」
と
あ

り
、
溯
れ
ば
、
公
羊
の
襄
公
七
年
「
陳
侯
逃
歸
」
の
何
注
に
「
起

鄭
伯
欲
與
中
國　

卒
逢
其
禍　

諸
侯
莫
有
恩
痛
自
疾
之
心　

於
是

懼　

然
後
逃
歸　

故
書
以
刺
中
國
之
無
義　

加
逃
者　

抑
陳
侯
也　

孔
子
曰

0

0

0　

夷
狄
之
有
君

0

0

0

0

0　

不
如

0

0

諸
夏
之
亡

0

0

0

0　

不
當
背
也

0

0

0

0

」
と
あ

り
、
さ
ら
に
溯
れ
ば
、『
論
衡
』
問
孔
に
「
問
曰　

孔
子
欲
之
九

夷
者　

何
起
乎　

起
道
不
行
於
中
國　

故
欲
之
九
夷　

夫
中
國
且

不
行　

安
能
行
於
夷
狄　

夷
狄

0

0

之
有
君

0

0

0　

不
若
諸
夏
之
亡

0

0

0

0

0

0　

言0

夷0

狄
之
難

0

0

0　

諸
夏
之
易
也

0

0

0

0

0　

不
能
行
於
易　

能
行
於
難
乎
」
と
あ
る

の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
Ｘ
不
如
Ｙ
」〔
あ
る
い
は
「
Ｘ

不
若
Ｙ
」〕
と
い
う
構
文
は
、
Ｘ
と
Ｙ
と
を
比
較
し
て
、
Ｙ
〔
下

に
置
か
れ
て
い
る
方
〕
が
Ｘ
〔
上
に
置
か
れ
て
い
る
方
〕
よ
り
優

れ
て
い
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
る
、
と
解
釋
す
る
の
で
あ
り
、

（ 1 ）



以
下
こ
れ
を
Ａ
説
と
呼
ぶ
。
第
二
の
解
釋
は
、
朱
注
に
「
程
子
曰　

夷
狄
且
有
君
長　

不
如
諸
夏
之
僭
亂　

反
無
上
下
之
分
也
」
と
あ

る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
Ｘ
不
如
Ｙ
」〔
あ
る
い
は

「
Ｘ
不
若
Ｙ
」〕
と
い
う
構
文
は
、
本
來
、
Ｘ
と
Ｙ
と
を
比
較
し

て
、
單
に
兩
者
に
違0

い0

〔
優
劣
〕
が
あ
る
こ
と
を
言
う
だ
け
の
も

の
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
が
優
で
ど
ち
ら
が
劣
で
あ
る
か
は
、
文
脈

に
よ
り
、
位
置
に
は
よ
ら
な
い
〔
す
な
わ
ち
、
上
の
Ｘ
の
方
が
優

れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
得
る
〕、
と
解
釋
す
る
の
で
あ
り
、
以
下

こ
れ
を
Ｂ
説
と
呼
ぶ
。
さ
て
、
こ
の
二
つ
の
説
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
訓
讀
す
べ
き
な
の
か
と
か
〔
お
そ
ら
く
、
Ａ
説

に
よ
れ
ば
「
諸
夏
の
な
き
に
し
か
ざ
る
な
り
」
と
讀
み
、
Ｂ
説
に

よ
れ
ば
「
諸
夏
の
な
き
が
ご
と
く
な
ら
ざ
る
な
り
」
と
讀
む
、
の

が
普
通
で
あ
ろ
う
が
〕、
ど
ち
ら
の
方
が
『
論
語
』
解
釋
と
し
て

適
切
な
の
か
と
か
、
そ
も
そ
も
ど
ち
ら
の
方
が
語
學
的
〔
？
〕
に

正
し
い
の
か
と
か
〔
ち
な
み
に
、
徂
徠
は
「
程
子
の
解
は
〝
如
か

ず
〟
の
詁
に
失
す
。
從
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
、
Ｂ
説
を
否
定
し

て
い
る
〕
は
、
差
し
當
た
っ
て
の
問
題
で
は
な
い
。
今
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
な
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
優
勢
な
Ａ
説
に
ま
じ
っ

て
、
Ｂ
説
も
確
か
に
存
在
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

、
と
い
う
事
實
で
あ
る
〔
ち
な
み

に
、『
四
庫
全
書
』
に
あ
っ
て
は
、
先
程
の
皇
疏
が
「
言
中
國
所

以
尊
於
夷
狄
者　

以
其
名
分
定
而
上
下
不
亂
也　

周
室
既
衰　

諸

侯
放
恣　

禮
樂
征
伐
之
權
不
復
出
自
天
子　

反
不
如
夷
狄
之
國
尚

有
尊
長
統
屬　

不
至
如
我
中
國
之
無
君
也
」
と
し
て
、
Ａ
説
か
ら

Ｂ
説
に
改
竄
さ
れ
て
い
る
〕。
つ
ま
り
、「
Ｘ
不
如
Ｙ
」〔
あ
る
い

は
「
Ｘ
不
若
Ｙ
」〕
と
い
う
構
文
は
、
語
學
的
〔
？
〕
に
正
し
い

か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
Ｂ
説
で
も
讀
め
る

0

0

0

0

0

0

0

〔
事
實

0

0

と
し
て
讀
ま

0

0

0

0

0

れ
て
い
る

0

0

0

0

〕、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
じ
構
文
が
登

場
す
る
隱
公
三
年
の
公
羊
傳
文
に
目
を
轉
じ
て
み
よ
う
。
す
る

と
、
そ
の
傳
文
に
關
す
る
王
引
之
『
經
義
述
聞
』
に
「
以
吾
愛
與

夷
則
不0

若0

愛
女　

以
爲
社
稷
宗
廟
主
則
與
夷
不
若

0

0

女　

疏
標
以
吾

至
愛
女
五
字　

解
曰　

若　

如
也　

言
吾
愛
於
與
夷
則
不
止
如
女

而
已　

言
其
甚
也　

引
之
謹
案　

傳
意
是
謂
與
夷
雖
我
所
甚
愛　

而
不
可
以
爲
社
稷
宗
廟
主　

今
乃
言
愛
與
夷
不
若
愛
女　

則
是
愛

之
不
甚　

非
其
語
意
也　

今
案
與
夷
字
女
字
當
是
上
下
互
譌　

尋

文
究
理　

蓋
本
作
以
吾
愛
女
則
不
若
愛
與
夷　

寫
者
錯
亂
耳　

作

疏
者
不
能
釐
正　

乃
云
不
止
如
女　

以
曲
成
其
義　

案
傳
云
不
若　

未
嘗
言
不
止
若
也　

且
上
下
兩
言
不
若　

皆
謂
不
如　

何
獨
於
上

不
若
解
爲
不
止
若
乎　

蓋
所
見
已
是
誤
本　

故
強
爲
之
説　

而
終

不
可
通
也
」〔（
隱
公
三
年
の
公
羊
傳
文
）「
以
吾
愛
與
夷

0

0

則
不
若

愛
女0　

以
爲
社
稷
宗
廟
主
則
與
夷
不
若
女
」
に
關
し
て
、
疏
は

「
以
吾
至
愛
女0

」
の
五
文
字
を
（
起
止
と
し
て
）
標
出
し
、「
若

は
、
如
で
あ
る
。
わ
し
の
與
夷
に
對
す
る
愛
情
に
は
、
そ
な
た
に

對
す
る
以
上

0

0

の
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
與
夷
を
深

く
愛
し
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
解
し
て
い

（ 2 ）



る
。
私
が
考
え
ま
す
る
に
、
傳
は
〝
わ
し
は
與
夷
を
深
く
愛
し
て

い
る
が
、
彼
を
社
稷
宗
廟
の
主
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
〟
と

い
う
意
味
（
の
は
ず
）
で
あ
る
が
、「
愛
與
夷
不
若
愛
女
」〔
與
夷

へ
の
愛
情
は
そ
な
た
へ
の
愛
情
に
及0

ば
な
い

0

0

0

〕
と
言
っ
た
の
で

は
、
愛
は
深
く
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
う
い
う
意
味
に
は
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
考
え
る
に
、「
與
夷
」
の
字
と
「
女
」
の
字
と
は
上

下
が
逆
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
文
の
論
理
を
た
ど
っ
て
み
れ
ば
、

お
そ
ら
く
、
も
と
も
と
は
〝
以
吾
愛
女0

則
不
若
愛
與
夷

0

0

」
と
あ
っ

た
も
の
を
、
筆
寫
し
た
者
が
ま
ち
が
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
疏
の
作

者
は
そ
れ
を
改
正
す
る
こ
と
が
出
來
ず
、「
不
止
如
女
」
な
ど
と

言
っ
て
、
無
理
や
り
意
味
を
で
っ
ち
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
傳
を
見

る
と
、「
不
若
」
と
言
っ
て
い
て
、「
不
止0

若
」
と
は
言
っ
て
い
な

い
。
し
か
も
、
上
下
で
二
度
「
不
若
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
い

ず
れ
も
み
な
「
不
如
」〔
及
ば
な
い
〕
の
意
味
で
あ
る
。
ど
う
し

て
、
上
だ
け
「
不
若
」
を
「
不
止
若
」〔
そ
れ
以
上
で
あ
る
〕
と

解
す
る
こ
と
が
出
來
よ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
見
た
も
の
が
す
で
に

誤
本
で
あ
っ
た
か
ら
、
無
理
に
説
を
立
て
、
そ
の
結
果
、
通
じ
な

く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
〕
と
あ
る
。
一
見
、
理
路
整
然
と
し
て
い

て
、
説
得
力
が
あ
り
、『
公
羊
義
疏
』
も
採
用
し
、
最
近
の
『
公

羊
傳
逐
字
索
引
』〔
先
秦
兩
漢
古
籍
逐
字
索
引
叢
刊
〕
に
至
っ
て

は
、
こ
れ
に
從
っ
て
底
本
の
文
字
を
い
じ
く
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
筆
寫
し
た
者
が
果
し
て
そ
ん
な
ま
ち
が
い
を
す
る
だ
ろ
う
か

と
い
う
基
本
的
な
疑
問
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
王
引
之
の
論
理
に

は
曖
昧
さ
が
殘
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
論
點
を
二
つ
出
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
の
論
點
は
、「
不
若
」
と
い
う
言
葉
自
體

の
問
題
で
、
彼
は
、「
不
若
」
は
「
不
止
若
」
で
は
な
い
、
と
言

う
。
こ
の
點
か
ら
す
る
と
、
彼
は
先
程
の
Ａ
説
を
主
張
し
、
Ｂ
説

を
全
面
否
定
し
て
い
る
。
か
た
や
、
第
二
の
論
點
は
、
文
章
の
構

造
の
問
題
で
、
彼
は
、
上
下
二
つ
の
「
不
若
」
の
解
釋
は
同
一
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
う
。
こ
の
點
か
ら
す
る
と
、
論
理
的

0

0

0

に
は

0

0

、
彼
の
主
張
は
Ａ
説
で
も
Ｂ
説
で
も
あ
り
得
る
〔
ど
ち
ら
か

に
統
一
さ
れ
て
さ
え
い
れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
〕。
さ
き
に
曖
昧
さ

と
言
っ
た
の
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
論

理
的
に
言
う
と
そ
う
な
る
、
と
い
う
だ
け
で
、
實
際
に
は
、
第
一

と
第
二
の
論
點
の
つ
な
ぎ
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
「
且
上
下
兩
言

不
若　

皆
謂
不
如

0

0

0

0

」
を
見
れ
ば
、
彼
の
本
音
は
推
測
で
き
る
わ
け

だ
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
第
一
の
論
點
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
第
二

の
論
點
は
實
は
蛇
足
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
筆
者
の
本

來
の
目
的
は
、
王
引
之
の
説
を
あ
れ
こ
れ
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
で
は

な
い
。
彼
が
「
曲
成
其
義
」
と
か
「
強
爲
之
説
」
と
か
非
難
す
る

疏
の
讀
み

0

0

0

0

に
着
目
す
る

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
疏
が
Ｂ
説
で
あ

る
こ
と
を
確
認
で
き
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。
か

く
て
、
語
學
的
〔
？
〕
に
正
し
い
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
事
實

と
し
て
、
Ｂ
説
の
仲
間
が
ま
た
一
つ
加
わ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

（ 3 ）



【
近
乎
圍
】

桓
公
十
年
「
冬
十
有
二
月
丙
午
齊
侯
衞
侯
鄭
伯
來
戰
于
郎
」
の

公
羊
傳
文
に
「
郎
者
何　

吾
近
邑
也　

吾
近
邑　

則
其
言
來
戰
于

郎
何　

近
也　

惡
乎
近　

近
乎
圍

0

0

0

也
」
と
あ
る
。
今
、
何
注
に

「
地
而
言
來
者　

明
近
都
城　

幾
與

0

0

圍
無
異

0

0

0

」〔
地
を
い
い
、「
來
」

と
言
っ
て
い
る
の
は
、
都
城
に
近
く
て
、
ほ
と
ん
ど

0

0

0

0

「
圍0

」〔
都0

城0

を
圍
ま
れ
た
状
態

0

0

0

0

0

0

0

〕
と
變
わ

0

0

0

り
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
〕
と
あ
る
の
に
從
え
ば
、
傳
文
の
意
味
は

〝「
郎
」
と
は
何
か
。
わ
が
近
邑
〔
魯
都
に
近
い

0

0

0

0

0

邑
〕
で
あ
る
。
わ

が
近
邑
な
ら
、「
來
戰
于
郎
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
近

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
何
に
近
か
っ
た
の
か
。「
圍0

」〔
都
城
を
圍

0

0

0

0

ま
れ
た
状
態

0

0

0

0

0

〕
に
近
か
っ
た

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
〟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
だ
け
な
ら
、
特
に
問
題
は
な
い
の
だ
が
、
や
っ
か
い
な
こ
と

に
、
疏
に
「
近
讀
如
附
近
之
近　

國
讀
如
圍　

言
兵
圍
都
城
相
似　

故
言
近
乎
圍
也　

考
諸
古
本　

圍
皆
作
國
字

0

0

0

0

0　

而
舊
解
以
國
爲

圍
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
疏
の
據
っ
た
本
や
古
本
は
、「
圍
」
を

「
國
」
に
作
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
國
讀
如

圍
」
と
い
い
、「
以
國
爲
圍
」
と
い
っ
て
い
て
、
文
字
そ
の
も
の

は
改
め
な
い
〔
な
ぜ
だ
か
分
か
ら
な
い
？
〕
ま
で
も
、
讀
み
換
え

0

0

0

0

を
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
、
解
釋
の
内
實
に
變
わ
り
は
な
い

〔「
兵
圍
都
城
相
似

0

0

」
に
注
目
〕
わ
け
だ
か
ら
、
文
字
の
異
同
を
特

に
問
題
と
し
な
い
、
と
い
う
立
場
も
あ
り
得
る
。
孔
廣
森
『
通

義
』
に
「
近　

幾
也　

國
舊
讀
言
圍　

師
迫
都
城　

幾
幾
乎
圍　

故
戰
去
及
文
言
來　

以
起
之
也
」
と
あ
り
、
阮
元
『
挍
勘
記
』
に

「
唐
石
經
鄂
本
以
下
同　

疏
本
圍
作
國
云　

國
讀
如
圍　

考
諸
古

本　

皆
作
國
字　

而
舊
解
以
國
爲
圍　

按
注
云　

地
而
言
來
者　

明
近
都
城　

幾
與
圍
無
異　

此
釋
傳
之
近
乎
圍　

言
雖
非
圍
而
似

圍
也
」
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
一
方
、
文
字
に
こ
だ
わ

り
、
白
黑
を
つ
け
よ
う
と
す
る
立
場
も
あ
る
。
そ
の
う
ち
、「
圍
」

を
是
と
す
る
の
が
兪
樾
で
、『
羣
經
平
議
』
に
「
樾
謹
按　

疏
所

據
本　

蓋
作
國
字　

故
云
然　

其
實
當
從
何
邵
公
本
作
圍　

隱
五

年
傳
曰　

邑
不
言
圍　

此
其
言
圍
何　

彊
也　

然
則
近
乎
圍
者　

亦
言
其
彊
甚
也　

若
作
近
乎
國　

則
上
文
曰　

郎
者
何　

吾
近
邑

也　

一
言
足
以
明
之
矣　

乃
又
曰　

吾
近
邑　

則
其
言
來
戰
于
郎

何　

近
也　

惡
乎
近　

近
乎
國
也　

其
辭
不
幾
複
乎　

蓋
吾
近
邑

也
之
近　

以
地
之
相
去
而
言　

近
也
之
近　

以
事
之
相
似
而
言　

兩
近
字　

文
同
而
義
異　

學
者
混
而
一
之　

遂
至
譌
圍
字
爲
國
字

矣　

孔
氏
廣
森
作
通
義　

反
從
疏
本
作
國　

恐
後
學
疑
誤　

故
詳

辨
之
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、〝
隱
公
五
年
の
傳
文
に
「
邑
に
は

（
普
通
）『
圍
』
と
は
言
わ
な
い
。
こ
こ
で
『
圍
』
と
言
っ
て
い
る

の
は
な
ぜ
か
。
逼
迫
し
た
か
ら
で
あ
る
」
と
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

「
近
乎
圍0

」
も
ま
た
、
逼
迫
し
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
し
、「
近
乎
國0

」
に
作
れ
ば
、
上
文
の
「
近
邑
」〔
國0

（
都
）
に0

近0

い0

邑
〕
と
表
現
が
重
複
し
て
し
ま
う
。
お
そ
ら
く
、「
吾
近
邑

（ 4 ）



也
」
の
「
近
」
は
、
土
地
の
距
離
に
つ
い
て
言
い
、「
近
也
」
の

「
近
」
は
、
事
件
の
性
格
に
つ
い
て
言
っ
て
い
て
、
二
つ
の
「
近
」

の
字
は
、
表
現
は
同
じ
で
も
意
味
は
異
な
る
の
に
、
學
者
が
そ
れ

を
混
同
し
、
そ
の
ま
ま
「
圍
」
の
字
を
「
國
」
の
字
に
ま
ち
が
え

た
の
で
あ
ろ
う
。（
そ
れ
な
の
に
）
孔
廣
森
は
『
通
義
』
を
作
る

の
に
、
か
え
っ
て
疏
の
本
に
從
っ
て
「
國
」
に
し
て
し
ま
っ
て
い

る
〟
と
言
う
の
で
あ
る
。「
國
」
を
是
と
す
る
の
が
陳
立
で
、『
義

疏
』
に
「
按
作
國
近
是　

近
宜
如
舊
疏
讀
如
附
近
之
近　

言
郎
地

近
乎
國
也　

若
作
圍
解　

則
無
地
不
可
圍　

但
言
近
乎
圍　

不
見

即
爲
都
城　

則
必
圍
下
增
都
城
始
明　

不
如
作
國
於
近
字
尤
合　

注
中
圍
字
亦
國
之
誤　

後
人
据
誤
本
正
文
改
之
也
」
と
あ
る
。
つ

ま
り
、〝「
國
」
に
作
る
の
が
正
し
い
。
郎
の
地
は
國
（
都
）
に
近

い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
も
し
、「
圍
」
に
作
る
な
ら
ば
、
そ
の

下
に
「
都
城
」
な
ら
「
都
城
」
と
、
圍
む
對
象
と
な
る
地
が
あ
っ

て
し
か
る
べ
き
で
、「
圍
」
だ
け
で
は
お
か
し
い
。
注
の
中
の

「
圍
」
の
字
も
ま
た
「
國
」
の
誤
り
で
、
後
人
が
誤
本
の
傳
文
に

据
っ
て
改
め
た
も
の
で
あ
る
〟
と
言
う
の
で
あ
る
。
兪
樾
の
重
複

0

0

の
説
に
は
説
得
力
が
あ
る
一
方
、
陳
立
の
論
理
に
は
矛
盾
が
あ
る

〔
も
し
、
注
で
「
國
」
に
作
る
な
ら
ば
、
そ
の
上
に
「
圍
」
な
ら

「
圍
」
と
、
行
爲
あ
る
い
は
状
態
を
示
す
動
詞
が
あ
っ
て
し
か
る

べ
き
で
、「
國
」
だ
け
で
は
お
か
し
い
、
と
い
う
、
傳
の
場
合
と

對
稱
の
理
屈
が
成
立
す
る
か
ら
〕
の
だ
が
、
何
よ
り
も
、
桓
公
十

三
年
「
春
二
月
公
會
紀
侯
鄭
伯　

己
巳
及
齊
侯
宋
公
衞
侯
燕
人
戰　

齊
師
宋
師
衞
師
燕
師
敗
績
」
の
公
羊
傳
文
に
「
何
以
不
地　

近
也　

惡
乎
近　

近
乎
圍0　

郎
亦
近
矣　

郎
何
以
地　

郎
猶
可
以
地
也
」

〔
ど
う
し
て
地
を
い
わ
な
い
の
か
。
近
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
何

に
近
か
っ
た
の
か
。「
圍
」〔
都
城
を
圍
ま
れ
た
状
態
〕
に
近
か
っ

た
の
で
あ
る
。
郎
も
ま
た
近
か
っ
た
の
に
、
郎
の
場
合
は
ど
う
し

て
地
を
い
っ
て
い
る
の
か
。
郎
の
場
合
は
、（
近
い
と
い
っ
て
も
）

な
お
、
地
を
い
え
る
程
度
で
あ
っ
た
、
か
ら
で
あ
る
〕
と
あ
り
、

何
注
に
「
郎
雖
近　

猶
尚
可
言
其
處　

今
親
戰
龍
門　

兵
攻
城
池　

尤
危　

故
恥
之
」〔
郎
の
場
合
は
、
近
い
と
い
っ
て
も
、
な
お
、

そ
の
場
所
を
言
え
る
程
度
で
あ
っ
た
、
の
に
對
し
て
、
今
こ
こ
で

は
、
眞
近
に
龍
門
で
戰
い
、
兵
が
城
池
を
攻
め
て
、
非
常
に
危
險

で
あ
っ
た
、
か
ら
、
言
う
の
を
恥
じ
た
の
で
あ
る
〕
と
あ
る
の
に

關
し
て
は
、「
國
」
と
い
う
異
文
の
存
在
の
形
跡
が
ど
こ
に
も
見

當
た
ら
な
い
か
ら
、
兩
説
を
比
較
す
れ
ば
、
兪
樾
に
軍
配
が
あ
が

る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
孔
廣
森
は
「
國
」
を
ち
ゃ
ん
と
「
圍
」

に
讀
み
換
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
彼
に
對
す
る
批
判
は
餘
計
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、「
國
」
に
作
る
本
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
陳

立
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、「
國
」
を
そ
の
ま
ま
「
國
」
と
し
て
讀

む
解
釋
も
當
然
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て

の
兪
樾
の
説
明
は
、
や
や
淺
薄
で
あ
り
、
せ
っ
か
く
隱
公
五
年
の

公
羊
傳
文
「
邑
不
言
圍
」
を
引
用
す
る
の
な
ら
、
昭
公
二
十
六
年

（ 5 ）



の
穀
梁
傳
文
に
「
非
國
不
言
圍
」
と
あ
る
の
や
、
莊
公
十
年
の
公

羊
傳
文
「
圍
不
言
戰
」
の
何
注
に
「
以
兵
守
城
曰
圍
」〔「
城
」
は

都
城
の
意
〕
と
あ
る
の
に
も
注
目
し
て
ほ
し
か
っ
た
〔
ち
な
み

に
、
孔
廣
森
は
、「
邑
不
言
圍
」
に
「
常
辭　

國
乃
言
圍
」
と
注

し
て
い
る
〕。
今
、
こ
れ
ら
を
參
考
に
す
る
と
、
圍
ま
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
國0

（
都0

）
を0

圍
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
ず
、

「
圍
」
と
言
え
ば
、
そ
こ
に
國0

が
含
意
さ
れ
、「
國
」
と
言
え
ば
、

そ
こ
に
圍0

が
含
意
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た

が
っ
て
、「
近
乎
圍
」
と
言
っ
て
も
、「
近
乎
國
」
と
言
っ
て
も
、

そ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
内
實
〔
敵
が
國
都
に
迫
ま
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
〕
に
あ
ま
り
變
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
兪

樾
の
い
う
「
近
邑
」
と
の
重
複
さ
え
氣
に
な
ら
な
け
れ
ば
、「
近

乎
國
」
で
も
そ
れ
な
り
に
意
味
が
通
じ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
こ
れ
が
、「
近
乎
國
」
に
作
る
本
が
存
在
し
た
理
由
で
あ
る

〔
こ
の
點
、「
圍
」
の
下
に
「
都
城
」
を
補
う
必
要
性
を
言
う
陳
立

説
は
、
實
は
最
初
か
ら
失
格
で
あ
る
〕。
と
こ
ろ
で
、
似
た
よ
う

な
問
題
が
、
穀
梁
傳
文
に
も
あ
る
。
上
掲
の
桓
公
十
三
年
「
春
二

月
公
會
紀
侯
鄭
伯　

己
巳
及
齊
侯
宋
公
衞
侯
燕
人
戰　

齊
師
宋
師

衞
師
燕
師
敗
績
」
の
穀
梁
傳
文
に
「
其
不
地　

於
紀0

也
」
と
あ
る

の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
范
注
に
「
春
秋
戰
無

不
地　

即
於
紀
戰　

無
爲
不
地
也　

鄭
君
曰　

紀
當
爲
己　

謂
在

魯
也　

字
之
誤
耳　

時
在
龍
門　

城
下
之
戰
迫
近　

故
不
地
」

〔《
春
秋
》
で
は
戰
に
地
を
い
わ
な
い
こ
と
は
な
い
。
も
し
紀
で

戰
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
理
由
も
な
く
地
を
い
わ
な
か
っ
た
こ
と
に

な
る
。
鄭
君
が
言
っ
て
い
る
「〝
紀
〟
は
〝
己
〟〔
お
の
れ
〕
に
作

る
べ
き
で
、
魯
に
於
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
。
字
の
誤
り
で

あ
る
。
時
に
戰
い
は
龍
門
で
行
な
わ
れ
た
。
城
下
の
戰
な
ら
ば
、

身
近
に
迫
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
地
を
い
わ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
」
と
〕
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
疏
に
「
傳
其
不
地
於

紀
也
者　

春
秋
考
異
郵
云　

時
戰
在
魯
之
龍
門　

故
何
休
難
云　

在
紀
無
爲
不
地　

鄭
玄
云　

紀
當
爲
己　

在
龍
門
城
下　

故
不
地　

何
休
注
公
羊
亦
云　

戰
魯
龍
門　

兵
攻
城
池　

恥
之
故
不
地　

是

皆
以
紀
爲
己　

非
紀
國
也
」
と
あ
る
の
に
據
れ
ば
、
范
注
の
前
半

は
、
何
休
『
穀
梁
廢
疾
』
の
文
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
後
半

は
、
鄭
玄
『
釋
穀
梁
廢
疾
』
の
文
で
あ
る
、
こ
と
が
わ
か
る
。
つ

ま
り
、
穀
梁
傳
文
の
「
紀
」
に
つ
い
て
、
何
休
は
、
文
字
ど
お
り

に
紀
國
と
解
し
、
鄭
玄
は
文
字
を
「
己
」
に
改
め
て
魯
國
と
解
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
分
が
惡
い
。
例

え
ば
、
劉
逢
祿
『
穀
梁
廢
疾
申
何
』
に
は
「
難
曰　

鄭
以
公
羊
義

改
紀
爲
己　

不
知
傳
意
如
此　

當
云
于
内　

不
云
于
己　

于
己
爲

不
辭
也
」
と
あ
り
、
王
引
之
『
經
義
述
聞
』
に
は
「
引
之
謹
案　

傳
凡
目
魯
皆
曰
我　

或
曰
内　

無
言
己
者　

六
年
蔡
人
殺
陳
佗　

傳
曰　

其
不
地　

於
蔡
也　

文
義
正
與
此
同　

蔡
也
紀
也
皆
國
名

也　

不
得
破
紀
爲
己　

戰
魯
龍
門
者　

公
羊
之
説　

非
穀
梁
説
也　

（ 6 ）



鄭
君
改
穀
梁
之
説
以
從
公
羊　

非
是
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
批

判
は
合
理
的
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら

ば
、
何
休
に
對
し
て
、
ど
の
よ
う
に
答
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
鍾
文

烝
『
補
注
』
に
「
戰
于
紀
而
不
地
者　

上
言
會
紀
侯　

故
下
省
其

文
」
と
あ
る
の
が
、
そ
の
一
案
で
あ
る
。
た
だ
し
、
鄭
玄
の
味
方

が
皆
無
な
わ
け
で
は
な
い
。
上
掲
の
疏
が
そ
う
で
あ
る
し
、
そ
の

他
に
も
、
陳
立
『
公
羊
義
疏
』
に
「
按
龍
門
之
戰　

亦
見
春
秋
緯　

非
專
公
羊
家
説　

穀
梁
公
羊
皆
釋
不
地
義　

公

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

羊
之
近　

穀
梁
云

0

0

0

0

0

0

於
己　

二
義

0

0

0

0

正
同

0

0　

若
是
作
紀　

則
即
書
于
紀
可
也　

無
爲
不
地　

誠
如
何
氏
所
難
矣　

傳
文
不
必
皆
同　

作
内
作
己　

似
倶
無
不

可
」
と
あ
る
。
こ
の
陳
立
説
は
、〝
龍
門
の
戰
い
は
、
春
秋
緯
に

も
見
え
る
か
ら
、
公
羊
家
説
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
〟
な
ど
と
奇

妙
な
こ
と
も
言
っ
て
い
る
が
、
桓
公
十
三
年
の
穀
梁
傳
文
「
其
不0

地0　

於
紀
也
」
を
、
同
年
の
公
羊
傳
文
「
何
以
不
地

0

0　

近
也　

惡

乎
近　

近
乎
圍0

」
と
比
較
對
照
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
ユ
ニ
ー
ク
さ

が
あ
る
。
し
か
し
、
兩
者
を
同
等
と
み
な
す
な
ら
、
公
羊
の
方
は

「
近
乎
國0

」
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
上
に
述
べ

た
よ
う
に
、
實
際
に
は
「
近
乎
圍
」
に
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
陳
立
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
か
ら
、
殘
念
な

が
ら
、
せ
っ
か
く
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い

う
わ
け
で
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
陳
立
『
義
疏
』
は
説
得
力
を
持
ち

得
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

【
髙
顯
】

『
漢
書
』
五
行
志
上
に
「
定
公
二
年
五
月
雉
門
及
兩
觀
災　

董

仲
舒
劉
向
以
爲
此
皆
奢
僭
過
度
者
也　

先
是　

季
氏
逐
昭
公　

昭

公
死
于
外　

定
公
即
位　

既
不
能
誅
季
氏　

又
用
其
邪
説　

淫
於

女
樂
而
退
孔
子　

天
戒
若
曰　

去
髙

0

0

顯
而
奢
僭
者

0

0

0

0

0　

一
曰　

門
闕　

號
令
所
由
出
也　

今
舍
大
聖
而
縱
有
辠　

亡
以
出
號
令
矣　

京
房

易
傳
曰　

君
不
思
道　

厥
妖
火
燒
宮
」
と
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

「
去
髙
顯
而
奢
僭
者
」
と
い
う
一
文
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
意

味
な
の
か
。
筆
者
の
知
る
と
こ
ろ
、
三
種
の
解
釋
が
あ
る
。
一
つ

は
、
現
代
日
本
語
譯
に
み
え
る
も
の
で
、「
と
り
わ
け
め
だ
っ
て

髙
く
、
身
分
不
相
應
な
も
の
を
除
き
去
れ
」
と
あ
る
〔
冨
谷
至
・

吉
川
忠
夫
譯
、
平
凡
社
『
漢
書
五
行
志
』
五
〇
頁
。
な
お
、『
漢

語
大
詞
典
』
が
「
髙
顯
」
を
「
宏
大
輝
煌
的
建
築
」
と
説
明
し
、

例
と
し
て
こ
の
文
を
舉
げ
て
い
る
の
も
、
同
種
で
あ
る
。
以
下
、

こ
れ
を
Ａ
説
と
呼
ぶ
〕。
二
つ
は
、
現
代
中
國
語
譯
に
み
え
る
も

の
で
、「
除
掉
這
些
地
位
髙
貴
顯
要
但
却
奢
侈
僭
越
的
人
」
と
あ

る
〔『
二
十
四
史
全
譯
』〈
漢
書
〉
第
一
册
五
九
八
頁
。
以
下
、
こ

れ
を
Ｂ
説
と
呼
ぶ
〕。
三
つ
は
、
現
代
日
本
語
譯
に
み
え
る
も
の

で
、「
髙
顯
を
す
て
て
奢
侈
・
僭
上
な
る
者
で
あ
る
」
と
あ
る

〔
小
竹
武
夫
譯
、
筑
摩
書
房
『
漢
書
』
上
卷
三
〇
四
頁
。
加
え
て
、

同
五
五
三
頁
に
「
髙
顯
」
の
譯
注
と
し
て
「
髙
く
あ
ら
わ
れ
た
人

物
。
孔
子
を
さ
す
」
と
あ
る
。
な
お
、
和
刻
本
正
史
『
漢
書
』

（ 7 ）



（
一
）
が
「
髙
顯
ヲ
去
テ
奢
僭
ス
ル
者
」
と
訓
讀
し
て
い
る
の
も
、

同
種
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
を
Ｃ
説
と
呼
ぶ
〕。
つ
ま
り
、
當
該

文
の
中
の
「
髙
顯
」
と
い
う
小
さ
な
言
葉
の
單
位
で
言
え
ば
、
Ａ

説
は
建
物

0

0

と
解
し
、
Ｂ
説
・
Ｃ
説
は
人
物

0

0

と
解
し
て
い
る
〔
さ
ら

に
細
か
く
言
え
ば
、
Ｂ
説
は
季0

氏0

と
解
し
、
Ｃ
説
は
孔
子

0

0

と
解
し

て
い
る
〕、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
當
該
文
が
含
ま
れ
る
「
天
戒

若
曰
」
と
い
う
大
き
な
枠
で
言
え
ば
、
Ａ
説
・
Ｂ
説
は
そ
の
性
格

を
改
善
命
令

0

0

と
解
し
、
Ｃ
説
は
惡
事
の
指
摘
〔
非
難

0

0

〕
と
解
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
ど
の
説
が
正

し
い
の
か
。
前
者
つ
ま
り
言
葉
〔「
髙
顯
」〕
と
い
う
小
單
位
で
い

く
ら
調
べ
考
え
て
も
埒
が
あ
か
な
い
こ
と
は
、
す
ぐ
に
分
か
る
で

あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
後
者
つ
ま
り
「
天
戒
若
曰
」
と
い
う
大
枠

で
考
え
る
他
な
い
。
さ
て
そ
こ
で
、「
天
戒
若
曰
」（
あ
る
い
は

「
若
曰
」）
だ
が
、
ま
ず
は
、
こ
の
樣
式
は
、
五
行
志
に
頻
見
し
、

天
の
言
葉
を
代
辯
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
言
え
る
。
そ
れ
な
ら

ば
、
そ
の
性
格
何
如
。
意
味
が
明
確
な
例
〔
異
説
が
あ
り
得
な
い

例
〕
を
調
べ
て
み
る
と
、
あ
る
と
き
は
「
命
令
」
で
あ
っ
た
り
、

ま
た
あ
る
と
き
は
「
非
難
」
で
あ
っ
た
り
し
て
、
一
向
に
安
定
し

な
い
〔
一
般
化
で
き
な
い
〕。
つ
ま
り
、「
命
令
」
あ
る
い
は
「
非

難
」
と
い
っ
た
よ
う
な
性
格
は
、
解
釋
の
是
非
を
判
斷
す
る
決
め

手
〔
指
標
〕
た
り
得
な
い
〔
一
般
的
性
格
は
「
命
令
」
の
は
ず
な

の
に
、
こ
の
解
釋
は
「
非
難
」
と
し
て
い
る
か
ら
誤
り
で
あ
る
と

か
、
一
般
的
性
格
は
「
非
難
」
の
は
ず
な
の
に
、
こ
の
解
釋
は

「
命
令
」
と
し
て
い
る
か
ら
誤
り
で
あ
る
と
か
、
言
え
な
い
〕、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
何
が
決
め
手
と
な

る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
に
は
、
災
異
説
の
原
點
に
た
ち
も

ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
災
異
説
と
は
、
天
〔
災

異
、
つ
ま
り
自
然
現
象
〕
と
人
〔
人
間
社
會
の
出
來
事
〕
と
は
感

應
し
合
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
具
體
的
な
感
應
關
係
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
は
、
災
異
を
人
事
に
置
き
換
え
る
、
つ
ま
り
、
天
聲

を
人
語
に
飜
譯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
飜
譯
結
果
が
「
天

戒
若
曰
」
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
天
戒
若
曰
」
の
な
か
み
は

人
事
に
關
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〔
い
ち
い
ち
例
を
舉

げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
實
際
そ
う
な
っ
て
い
る
〕。
こ
の
點
で
、

Ａ
説
が
ま
ず
脱
落
す
る
。
と
い
う
の
も
、「
髙
顯
」
を
建
物
と
解

し
た
の
で
は
、
天
聲
の
ま
ま
で
、
人
語
に
飜
譯
し
た
こ
と
に
な
ら

な
い
、
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
感
應
し
合
う
〔
感
應
關
係
が
成
り

立
つ
〕
た
め
に
は
、
兩
者
は
同
類
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

點
で
、
Ｃ
説
が
脱
落
す
る
。
と
い
う
の
も
、
雉
門
・
兩
觀
と
孔
子

と
は
類
似
し
て
い
な
い
〔
雉
門
・
兩
觀
は
「
奢
僭
過
度
」
の
否
定

的
存
在
で
あ
る
〕、
か
ら
で
あ
る
〔
ど
う
や
ら
Ｃ
説
は
、
下
文
の

「
今
舍
大
聖

0

0

0

而
縱
有
辠
」
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
哀
公
四
年
の
項
に
も
「
不
用
聖
人

0

0

0

0

而
縱
驕
臣
」
と
あ
る
〕。

か
く
て
、
Ｂ
説
が
（「
但
却
」
と
、
逆
接
的
に
つ
な
ぐ
の
は
、
や

（ 8 ）



め
て
欲
し
い
が
）
一
應
は
正
解
と
言
え
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
根

據
を
も
う
少
し
補
強
し
て
お
く
と
、
同
五
行
志
上
に
「
釐
公
二
十

年
五
月
乙
巳
西
宮
災
（
中
略
）
劉
向
以
爲
釐
立
妾
母
爲
夫
人
以
入

宗
廟　

故
天
災
愍
宮　

若
曰　

去
其
卑
而
親
者

0

0

0

0

0

0　

將
害
宗
廟
之
正

禮
」
と
あ
る
。
こ
の
「
去0

其
卑
而
親
者0

」
と
當
該
の
「
去0

髙
顯
而

奢
僭
者0

」
と
を
比
較
對
照
し
て
み
れ
ば
、「
髙
顯
而
奢
僭
者
」
が

「
其
卑
而
親
者
」
と
同
じ
く
一
つ
の
言
葉

0

0

0

0

0

で
あ
り
〔
し
た
が
っ
て
、

Ｃ
説
は
不
適
〕、
し
か
も
、
同
じ
く
人0

物0

を
指
す
〔
し
た
が
っ
て
、

Ａ
説
は
不
適
〕、
と
い
う
こ
と
が
、
よ
り
は
っ
き
り
す
る
〔
ち
な

み
に
、
冨
谷
・
吉
川
譯
は
、「
身
分
が
卑
し
い
近
親
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
除
き
去

0

0

0

0

れ0

。
さ
も
な
い
と
、
宗
廟
の
祭
り
の
正
し
い
禮
法
を
そ
こ
な
う
こ

と
に
な
る
」（
三
九
頁
）
と
、
今
度
は
正
確
に
解
し
て
い
る
が
、

小
竹
譯
は
、「
そ
の
卑
を
去
っ
て
親
し
む
も
の
は
、
ま
さ
に
宗
廟

の
正
禮
を
害
し
よ
う
と
す
る
」（
三
〇
一
頁
）
と
、
相
變
わ
ら
ず

誤
解
し
、
前
半
に
つ
い
て
、「
妾
と
い
う
卑
位
を
取
り
去
り
夫
人

と
す
る
こ
と
。
一
説
に
愍
公
は
僖
公
の
弟
で
あ
る
か
ら
、
卑
と
い

う
と
」（
五
五
二
頁
）
と
、
奇
妙
な
譯
注
を
附
し
て
い
る
。
こ
の

小
竹
譯
は
、
お
そ
ら
く
、
和
刻
本
の
「
其
ノ
卑
ヲ
去
テ
親
ム
者

ハ
」
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
譯
注
の
「
一
説
」
は
、
師

古
の
注
で
あ
る
。
た
だ
し
、
師
古
が
ど
う
讀
ん
だ
か
は
、
注
が
こ

れ
だ
け
な
の
で
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
な
お
、『
二
十
四
史
全
譯
』

の
方
に
は
「
撤
去
這
身
份
卑
賤
的
人　

她
會
影
響
正
常
的
宗
廟
祭

祀
之
禮
」（
五
九
四
頁
）
と
あ
っ
て
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、「
親
」

の
字
が
譯
出
さ
れ
て
い
な
い
〕。
除
き
去
る
對
象
が
、
建
物
〔
Ａ

説
〕
で
は
な
く
、
孔
子
〔
Ｃ
説
〕
で
も
な
く
、
季
氏
〔
Ｂ
説
〕
で

あ
る
證
據
は
他
に
も
あ
る
。
同
五
行
志
上
に
「
武
帝
建
元
六
年
六

月
丁
酉
遼
東
髙
廟
災　

四
月
壬
子
髙
園
便
殿
火　

董
仲
舒
對
曰

（
中
略
）
按
春
秋
魯
定
公
哀
公
時　

季
氏
之
惡
已
孰　

而
孔
子
之

聖
方
盛　

夫
以
盛
聖
而
易
孰
惡　

季
孫
雖
重　

魯
君
雖
輕　

其
勢

可
成
也　

故
定
公
二
年
五
月
兩
觀
災　

兩
觀　

僭
禮
之
物　

天
災

之
者　

若
曰

0

0　

僭
禮
之

0

0

0

臣
可
以
去

0

0

0

0

（
中
略
）
至
哀
公
三
年
五
月　

桓
宮
釐
宮
災　

二
者
同
事　

所
爲
一
也　

若
曰

0

0

燔
貴
而
去
不
義

0

0

0

云

爾
」
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
で
、
文
中
の
「
僭
禮
之
臣
」
と
か
「
不

義
」
と
か
は
、
ま
さ
し
く
季
氏
を
指
し
て
お
り
、
ま
と
め
れ
ば
、

そ
の
下
文
の
「
兩
觀
桓
釐
廟
亳
社　

四
者
皆
不
當
立　

天
皆
燔
其

不
當
立
者
以
示
魯　

欲
其
去0

亂
臣

0

0

而
用
聖
人
也
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
以
上
、
當
該
文
は
結
局
〝
地
位
が
髙
く
て
贅
澤
し
て
い
る

者
〔
つ
ま
り
季
氏
〕
を
除
き
去
れ
〟
と
讀
む
の
が
正
解
で
あ
る
。

な
お
、
最
後
に
附
け
加
え
る
と
、
董
仲
舒
の
場
合
は
、
こ
の
よ
う

に
、
贅
澤
を
し
て
い
る
者
は
季
氏
で
あ
る
が
、
何
休
の
場
合
は
、

些
か
趣
が
異
な
る
。
定
公
二
年
「
夏
五
月
壬
辰
雉
門
及
兩
觀
災
」

の
公
羊
傳
文
「
何
以
書　

記
災
也
」
の
何
注
に
「
此
本
子
家
駒
諫

昭
公
所
當
先
去0

以
自
正
者　

昭
公
不
從
其
言　

卒
爲
季
氏
所
逐　

定
公
繼
其
後　

宜
去0

其
所
以
失
之
者　

故
災
亦
云
爾
」〔
こ
れ

（ 9 ）



〔
雉
門
と
兩
觀
〕
は
、
本
來
、
子
家
駒
が
昭
公
に
（
季
氏
を
正
す

前
に
）
ま
ず
と
り
除
い
て
自
分
を
正
す
よ
う
諫
め
た
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
が
、
昭
公
は
そ
の
言
に
從
わ
ず
、
結
局
、
季
氏
に
追
い

出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
定
公
は
、
そ
の
後
を
繼
い
だ
た
め
、
昭
公

が
誤
っ
た
（
ま
ま
に
し
た
）
も
の
〔
雉
門
と
兩
觀
〕
を
と
り
除
く

べ
き
で
あ
る
か
ら
、
災
〔
天
〕
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
言
っ
た
の

で
あ
る
〕
と
あ
る
の
が
こ
れ
で
、
こ
の
注
は
、
昭
公
二
十
五
年
の

公
羊
傳
文
「
昭
公
將
弑
季
氏　

告
子
家
駒
曰　

季
氏
爲
無
道　

僭

於
公
室
久
矣　

吾
欲
弑
之
何
如　

子
家
駒
曰　

諸
侯
僭
於
天
子　

大
夫
僭
於
諸
侯
久
矣　

昭
公
曰　

吾
何
僭
矣
哉　

子
家
駒
曰　

設

兩
觀　

乘
大
路　

朱
干
玉
戚
以
舞
大
夏　

八
佾
以
舞
大
武　

此
皆

天
子
之
禮
也　

且
夫
牛
馬
維
婁　

委
己
者
也
而
柔
焉　

季
氏
得
民

0

0

0

0

衆
久

0

0

矣0　

君
無
多
辱
焉

0

0

0

0

0　

昭
公
不
從
其
言　

終
弑
之
而
敗
焉　

走

之
齊
」
に
も
と
づ
く
。
つ
ま
り
、
何
休
に
あ
っ
て
は
、
贅
澤
を
し

て
い
る
者
は
、
季
氏
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
魯
公
な
の
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
魯
公
に
自
省
を
う
な
が
す
の
が
主
眼
で
あ
っ

て
、
季
氏
を
除

0

0

0

0

き
去
る
こ
と
は

0

0

0

0

0

0

、
む
し
ろ
制

0

0

0

0

止
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

。
だ

か
ら
、
董
仲
舒
と
何
休
と
の
災
異
解
釋
を
比
較
對
照
す
る
の
は
か

ま
わ
な
い
が
、
兩
者
を
安
易
に
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
定

公
二
年
の
ケ
ー
ス
で
は
、
兩
者
は
あ
く
ま
で
別
物
と
言
え
る
。

【
大
雨
霖
】

臧
琳
『
經
義
雜
記
』
に
「
春
秋　

隱
九
年
三
月
癸
酉
大
雨
震
電　

左
傳　

春
王
三
月
癸
酉
大
雨
霖
以
震　

書
始
也　

凡
雨　

自
三
日

以
往
爲
霖　

平
地
尺
爲
大
雪　

杜
注　

此
解
經
書
霖
也　

而
經
無

霖
字　

經
誤　

正
義
曰　

傳
發
凡
以
解
經　

若
經
無
霖
字　

則
傳

無
由
發　

故
知
經
誤　

然
則
經
當
如
傳
言
大
雨
霖
以
震　

不
當
云

大
雨
震
電　

是
經
脱
霖
以
二
字
而
妄
加
電
也　

案
公
穀
經
並
作
大

雨
震
電　

何
注
云　

震
雷
電
者　

陽
氣
也　

有
聲
名
曰
雷　

無
聲

名
曰
電　

大
雨
震
電　

陽
氣
大
失
其
節　

穀
梁
傳　

震　

雷
也　

電　

霆
也　

又
五
行
志
上　

劉
歆
曰　

春
分
後
一
日　

始
震
電
之

時
也　

劉
向
曰　

雷
電
未
可
以
發
也　

大
雨
水
而
雷
電　

是
陽
不

閉
陰　

歴
考
兩
漢
儒
春
秋
傳
義　

知
經
本
作
震
電　

非
誤　

左
氏

傳
當
讀
大
雨
霖
（
句
）
以
震
書
始
也
（
句　

劉
歆
云
始
震
電
之
時

也　

本
此
）
傳
以
霖
解
經
大
雨　

以
凡
雨
三
日
以
往
爲
霖
自
解
霖

字　

傳
文
毎
有
此
例　

杜
氏
誤
讀
作
大
雨
霖
以
震
（
句
）
書
始
也

（
句
）
遂
謂
癸
酉
始
雨
日　

傳
解
經
書
霖　

經
無
霖
字　

爲
誤
矣
」

〔《
春
秋
》
隱
九
年
「
三
月
癸
酉
大
雨
震
電
」
の
左
傳
に
「
春
王
三

月
癸
酉
大
雨
霖

0

0

0

以
震　

書
始
也　

凡
雨　

自
三
日
以
往
爲
霖　

平

地
尺
爲
大
雪
」
と
あ
り
、
杜
注
に
「
こ
こ
は
（〝
凡
〟
と
あ
る
か

ら
）
經
が
〝
霖
〟
と
書
い
て
い
る
こ
と
を
解
説
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
な
の
に
、（
今
の
）
經
に
〝
霖
〟
の
字
が
な
い
の
は
、

經
の
誤
り
で
あ
る
」
と
あ
り
、
正
義
に
「
傳
は
〝
凡
〟
と
書
き
始
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め
て
經
を
解
説
す
る
の
で
あ
り
、
も
し
經
に
〝
霖
〟
の
字
が
無
け

れ
ば
、
傳
を
起
こ
す
わ
け
が
な
い
。
だ
か
ら
、
經
の
誤
り
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、
經
は
傳
の
よ
う
に
〝
大
雨
霖
以

震
〟
と
あ
っ
た
は
ず
で
、〝
大
雨
震
電
〟
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

つ
ま
り
、（
今
の
）
經
は
〝
霖
以
〟
の
二
字
を
落
と
し
、
み
だ
り

に
〝
電
〟
を
加
え
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
公
・
穀
の
經
を
見
る

と
、
い
ず
れ
も
「
大
雨
震
電
」
と
な
っ
て
お
り
、
何
注
に
「
震
・

雷
・
電
は
、
陽
氣
で
あ
る
。
音
が
す
る
の
を
〝
雷
〔
震
〕〟
と
い

い
、
音
が
し
な
い
の
を
〝
電
〟
と
い
う
。
大0

い
に
雨
が
ふ
り

0

0

0

0

0

0

、

震0

・
電
が
お

0

0

0

こ
っ
た

0

0

0

の
は
、
陽
氣
が
時
節
を
大
き
く
は
ず
し
た
の

で
あ
る
」
と
あ
り
、
穀
梁
傳
に
「〝
震0

〟
は
雷
で
あ
り
、〝
電0

〟
は

霆
で
あ
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、
五
行
志
上
に
「
劉
歆
は
〝
春
分
の

一
日
後
が
、
始
め
て
震
電
が
お
こ

0

0

0

0

0

る0

時
節
で
あ
る
〟
と
い
い
、
劉

向
は
〝
雷
電
は
ま
だ
お
こ
る
は
ず
が
な
い
。
大
い
に
雨
が
ふ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

雷0

電
が
お
こ
っ
た

0

0

0

0

0

0

の
は
、
陽
が
陰
を
閉
じ
こ
め
な
か
っ
た
の
で
あ

る
〟
と
い
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。（
こ
の
よ
う
に
）
兩
漢
の
儒
者

の
《
春
秋
》
の
傳
義
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
調
べ
て
ゆ
く
と
、
經
は
も
と

も
と
「
震
電
」
に
作
っ
て
お
り
、
誤
り
で
は
な
い
、
こ
と
が
わ
か

る
。
左
氏
傳
は
、「
大
雨
霖
」
で
句
切
り
、「
以
震
書
始
也
」
で
句

切
っ
て
（
劉
歆
が
〝
始
め
て
震
電
が
お
こ
る
時
節
で
あ
る
〟
と

い
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
に
も
と
づ
く
）
讀
む
べ
き
で
あ
る
。

（
つ
ま
り
）
傳
は
、「
霖
」
に
よ
っ
て
經
の
「
大
雨
」
を
解
説
し
、

「
凡
雨
三
日
以
往
爲
霖
」
に
よ
っ
て
（
解
説
に
使
っ
た
）
そ
の

0

0

「
霖0

」
の0

字
自
體
を
解
説
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
り
、
傳
文
に
こ
の
よ

う
な
例
は
し
ば
し
ば
あ
る
。
杜
氏
は
、
誤
讀
し
て
、「
大
雨
霖
以

震
」
で
句
切
り
、「
書
始
也
」
で
句
切
っ
て
、
そ
の
ま
ま
「〝
癸

酉
〟
は
降
り
始
め
た
日
で
あ
る
。
傳
は
經
が
〝
霖
〟
と
書
い
て
い

る
こ
と
を
解
説
し
て
い
る
の
で
あ
り
、（
し
た
が
っ
て
）
經
に

〝
霖
〟
の
字
が
な
い
の
は
誤
り
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
〕
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
句
讀

0

0

と
い
う
小
さ
な
問
題
と
、
傳
の

0

0

性
格

0

0

と
い
う
大
き
な
問
題
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
句
讀
に

つ
い
て
は
、
臧
琳
は
杜
預
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
批

判
に
は
不
自
然
さ
が
目
立
ち
、
逆
に
、
楊
伯
峻
『
春
秋
左
傳
注
』

か
ら
「
大
雨
霖
以
震
爲
句　

以　

連
詞　

與
也　

尚
書
金
縢　

天

大
雷
雨
以
風　

與
此
句
法
同　

臧
琳
經
義

0

0

0

0

雜
記
謂
大
雨
霖
爲
句　

0

0

0

0

0

0

0

0

以
震

0

0

書
始
也
爲
句

0

0

0

0

0　

誤0　

依
杜
注
義　

謂
癸
酉
日
爲
開
始
霖
雨
之

日　

霖
雨
爲
久
雨　

當
不
止
一
日
」
と
し
て
、
批
判
を
受
け
て
い

る
。
楊
伯
峻
は
、
臧
琳
の
句
讀
が
誤
り
で
あ
る
理
由
を
特
に
述
べ

て
い
な
い
が
、「
大
雨
霖
以
震　

書
始
也
」
に
つ
づ
く
傳
文
「
庚

辰
大
雨
雪　

亦
如
之

0

0

0

」〔
臧
琳
は
敢
え
て
無
視
し
て
い
る
〕
を
見

れ
ば
、
杜
預
の
方
が
正
し
い
こ
と
は
、
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う

〔「
如
之
」
と
は
「
書
始
」
を
指
す
は
ず
だ
か
ら
〕。
そ
れ
で
は
、

大
き
な
問
題
の
方
は
ど
う
か
。
傳
の
性
格
と
は
、
傳
は
傳
〔
自

身
〕
を
解
説
す
る
こ
と
が
あ
る
の
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
杜
預
は
も
ち
ろ
ん
、
あ0

り
得
な
い

0

0

0

0

と
考
え
て
い
る
の
で
あ

り
、
だ
か
ら
こ
そ
、〝
經
の
誤
り
で
あ
る
〟
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
臧
琳
も
言
っ
て
い
る
と
お
り
、

經
の
誤
り
と
す
る
の
は
些
か
無
理
で
あ
る
〔
こ
の
點
で
は
、
楊
伯

峻
に
も
異
論
が
な
い
〕。
だ
と
す
る
と
、
あ
り
得
る

0

0

0

0

と
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
臧
琳
が
上
の
文
中
で
「
以
凡
雨
三

日
以
往
爲
霖
自
解
霖
字　

傳
文
毎
有
此
例
」
と
い
い
、
楊
伯
峻
が

「
此
自
解
傳
文
霖
字　

杜
注
以
爲
解
經
文　

非
」
と
い
っ
て
い
る

所
以
で
あ
る
〔
な
お
、『
會
箋
』
に
「
釋
經

0

0

大
雨
也

0

0

0　

既
曰
大
雨

霖　

則
大
雨
是
霖
也　

故
以
霖
釋
之　

凡
傳
之
述
經
文　

與
經
略

有
不
合
者　

寓
訓
詁
於
述
經
中
也　

杜
云
經
當
有
霖
字　

非
」
と

あ
る
の
は
、
一
方
で
は
、
あ
く
ま
で
經
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る

と
し
て
、
杜
預
に
荷
擔
し
、
ま
た
一
方
で
は
、
經
の
誤
り
で
は
な

い
と
し
て
、
臧
琳
・
楊
伯
峻
に
荷
擔
し
て
い
る
よ
う
で
、
奇
妙
な

折
衷
案
で
あ
る
〕。
さ
て
、
上
述
の
よ
う
に
、
臧
琳
と
楊
伯
峻
は
、

傳
が
傳
〔
自
身
〕
を
解
説
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
、
と
い
う
の
だ

が
、
本
當
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
〔
臧
琳
は
、
こ
こ
だ
け
で
は
な

く
、
他
に
も
あ
る
、
と
い
う
が
、
實
例
を
全
く
舉
げ
て
い
な
い
。

ま
た
、
楊
伯
峻
は
、
他
に
も
あ
る
と
は
い
っ
て
い
な
い
〕。
そ
こ

で
、
實
際
に
調
査
し
て
み
る
と
、
他
に
は

0

0

0

一
向
に
見
當
た
ら
な
い

〔
も
ち
ろ
ん
、
厖
大
な
『
左
氏
傳
』
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
皆
無

と
斷
言
す
る
自
信
は
な
い
が
〕。
つ
ま
り
、
孤
立
例
と
し
て
一
つ

だ
け
あ
り
得
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
っ
た
一
つ
だ
と
す
れ

ば
、（
傳
の
作
者
の
）
故
意
と
は
考
え
に
く
く
、
何
ら
か
の
過
失

な
の
で
あ
ろ
う
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
過
失
が
起
き
た
の
か
。
た0

ま
た
ま

0

0

0

と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ま
で
な
の
か
も
知
れ
な
い

が
、
こ
こ
で
は
敢
え
て
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。
い
と
ぐ
ち

は
、『
左
氏
傳
』
の
成
り
立
ち
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
左
氏
傳
』

と
は
、
筆
者
が
思
う
に
、《
春
秋

0

0

》
經
と
共
通
す
る
事
件

0

0

0

0

0

0

0

0

が
數
多

く
し
か
も
よ
り
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
何
ら
か
の
説
話
集
を
借
用

し
、
そ
こ
に
『
公
羊
傳
』
や
『
穀
梁
傳
』
の
よ
う
な
〈
經
解
〉
の

言
葉
を
加
え
て
、《
春
秋
》
經
の
傳
〔
解
説
〕
と
し
て
の
體
裁
を

整
え
た
も
の
で
あ
る
。
箇
々
の
經
・
傳
に
つ
い
て
言
う
と
、
借
用

に
當
た
っ
て
は
、
内
容
の
共
通
し
た
も
の
を
選
べ
ば
よ
い
わ
け
だ

が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
そ
れ
を
簡
単
に
選
べ
る
〔
つ
ま
り
、
共

通
性
を
明
示
す
る
〕
指
標

0

0

が
説
話
中
に
存
在
す
る
〔
も
ち
ろ
ん
、

特
定
の
指
標
が
な
く
、
そ
れ
で
も
共
通
性
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
場

合
も
、
か
な
り
あ
る
が
〕。
こ
の
指
標
と
は
、
説
話
中
の
、
經
と

全
く
の
同
文

0

0

0

0

0

、
あ
る
い
は
、
類
似
の

0

0

0

文0

で
あ
り
、
前
者
は
、
平
㔟

氏
の
内
容
分
類
の
う
ち
の
、
所
謂
〝
經
文
引
用
〟
に
相
當
し
、
後

者
は
、
所
謂
〝
經
文
換
言
・
説
話
〟
に
相
當
す
る
〔
平
㔟
隆
郎

『
左
傳
の
史
料
批
判
的
研
究
』
東
京
大
學
東
洋
文
化
研
究
所
報
告
、

四
八
六
頁
〕。
と
こ
ろ
で
、
平
㔟
氏
は
〝
經
文
換
言
・
説
話
〟
に

つ
い
て
、「『
春
秋
』
經
文
を
言
い
換
え
た
と
判
斷
し
得
る
部
分
。
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そ
も
そ
も
説
話
を
利
用
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

可
能
性
が
濃
厚

0

0

0

0

0

0

な
の
で
、〝
説

話
〟
の
語
を
併
記
す
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
だ
と
す
る
と
、

〝
經
文
引
用
〟
の
方
に
も
〝
説
話
〟
の
語
を
併
記
し
て
よ
い
の
で

は
な
い
か
。
つ
ま
り
、〝
經
文
引
用
〟
と
〝
經
文
換
言
〟
と
の
二

者
を
一
本
化
し
た
い
、
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
願
望
な
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
具
體
例
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
檢
討
す
る

こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
後
者
の
例
と
し
て
、
隱
公
元
年
の
經
に

「
春
王
正
月
」
と
あ
り
、
傳
に
「
春
王
周0

正
月
」
と
あ
る
。
ま
た
、

同
年
の
經
に
「
十
有0

二
月
祭
伯
來
」
と
あ
り
、
傳
に
「
十
二
月
祭

伯
來
」
と
あ
る
。
ま
た
、
同
年
の
經
に
「
公
子

0

0

益
師

0

0

卒
」
と
あ

り
、
傳
に
「
衆
父

0

0

卒
」
と
あ
る
。
ま
た
、
隱
公
七
年
の
經
に
「
冬

天0

王
使
凡
伯
來
聘
」
と
あ
り
、
傳
に
「
冬
王
使
凡
伯
來
聘
」
と
あ

る
。
ま
た
、
隱
公
十
一
年
の
經
に
「
夏
公
會
鄭
伯
于
時0

來
」
と
あ

り
、
傳
に
「
夏
公
會
鄭
伯
于
郲
」
と
あ
る
。
ま
た
、
桓
公
十
一
年

の
經
に
「
鄭
伯
寤
生

0

0

0

0

卒
」
と
あ
り
、
傳
に
「
鄭
莊
公

0

0

0

卒
」
と
あ

る
。
ま
た
、
莊
公
七
年
の
經
に
「
春
夫
人
姜
氏

0

0

0

0

會
齊
侯
于
防
」
と

あ
り
、
傳
に
「
春
文
姜

0

0

會
齊
侯
于
防
」
と
あ
る
。
ま
た
、
莊
公
十

四
年
の
經
に
「
秋
七
月
荆0

入
蔡
」
と
あ
り
、
傳
に
「
秋
七
月
楚0

入

蔡
」
と
あ
る
。
ま
た
、
文
公
元
年
の
經
に
「
叔
孫
得
臣
如
京
師

0

0

0

」

と
あ
り
、
傳
に
「
叔
孫
得
臣
如
周
拜

0

0

0

」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例

は
、
ラ
ン
ダ
ム
に
抽
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
だ
け
で
も
、

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
、《
春
秋
》
經
と
説
話

集
と
は
、
本
來
、
表
記
體

0

0

0

系
の
異
な
る

0

0

0

0

0

、
別
々
の
書
物

0

0

0

0

0

で
あ
る

0

0

0

、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
前
者
は
、
た
ま
た
ま

0

0

0

0

經
文

と
表
記
が
一
致
し
た
説
話
の
一
部
分
で
あ
る
、
と
も
言
え
る
。
つ

ま
り
、
前
者
は
、
形
式
〔
表
記
〕
か
ら
見
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
、

〝
經
文
引
用
〟
と
言
え
る
の
だ
が
、
筆
者
と
し
て
は
、
内
容
か
ら

見
て
、
本
を
正
せ
ば
説
話
の
一
部
分
で
あ
る
、
と
言
い
た
い
わ
け

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
純
粹
に
〝
經
文
引
用
〟
と
し
た
の
で
は

説
明
し
に
く
い
ケ
ー
ス
が
時
々
あ
る
、
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、

宣
公
十
五
年
の
經
「
春
公
孫
歸
父
會
楚
子
于
宋
」
に
對
し
て
、
傳

は
「
春
公
孫
歸
父
會
楚
子
于
宋
」
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
成
公
九

年
の
經
「
二
月
伯
姫
歸
于
宋
」
に
對
し
て
、
傳
は
「
二
月
伯
姫
歸

于
宋
」
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
定
公
十
年
の
經
「
齊
人
來
歸
鄆
讙

龜
陰
田
」
に
對
し
て
、
傳
は
「
齊
人
來
歸
鄆
讙
龜
陰
之
田
」
だ
け

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
形
式
的
に
は
、
經
を
繰
り
返
し
て
い

る
わ
け
だ
が
、
何
の
た
め
に
繰
り
返
す
の
か
。
繰
り
返
し
て
も
、

何
ら
解
經
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
單
に
説
話

の
一
部
分
を
張
り
附
け
た
と
言
っ
た
方
が
、
理
解
し
や
す
い
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、
宣
公
十
年
の
經
「
六
月
宋
師
伐
滕
」
に

對
し
て
、
傳
に
は
、
説
話
が
あ
り
、
最
後
に
「
六
月
宋
師
伐
滕
」

と
あ
る
。
ま
た
、
成
公
元
年
の
經
「
作
丘
甲
」
に
對
し
て
、
傳
に

は
、
説
話
が
あ
り
、
最
後
に
「
作
丘
甲
」
と
あ
る
。
ま
た
、
定
公

元
年
の
經
「
六
月
癸
亥
公
之
喪
至
自
乾
侯　

戊
辰
公
即
位
」
に
對
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し
て
、
傳
に
は
、
説
話
が
あ
り
、
最
後
に
「
六
月
癸
亥
公
之
喪
至

自
乾
侯　

戊
辰
公
即
位
」
と
あ
る
。
ま
た
、
哀
公
二
年
の
經
「
蔡

遷
于
州
來
」
に
對
し
て
、
傳
に
は
、
説
話
が
あ
り
、
最
後
に
「
蔡

遷
于
州
來
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
も
、〝
經
文
引
用
〟
と
し
た

の
で
は
、
下
に
解
經
の
言
葉
が
な
い
か
ら
、
何
の
た
め
に
引
用
し

た
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
上
の
説
話
の
つ
づ
き

0

0

0

と
見
た
方

が
、
理
解
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。〝
つ
づ
き
〟
と
言
え
ば
、
そ
の

こ
と
が
明
ら
か
な
例
も
あ
る
。
文
公
十
五
年
の
經
「
秋
齊
人
侵
我

西
鄙　

季
孫
行
父
如
晉
」
に
對
し
て
、
傳
に
「
秋
齊
人
侵
我
西
鄙　

故0

季
文
子
告
于
晉
」
と
あ
り
、
宣
公
二
年
の
經
「
秦
師
伐
晉
」
に

對
し
て
、
傳
に
「
秦
師
伐
晉　

以0

報
祟
也
」
と
あ
り
、
同
三
年
の

經
「
楚
子
伐
陸
渾
之
戎
」
に
對
し
て
、
傳
に
「
楚
子
伐
陸
渾
之
戎　

遂0

至
於
雒　

觀
兵
于
周
疆
」
と
あ
り
、
成
公
三
年
の
經
「
晉
侯
使

荀
庚
來
聘
」
に
對
し
て
、
傳
に
「
晉
侯
使
荀
庚
來
聘　

且0

尋
盟
」

と
あ
る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。「
故
」
と
言
い
、「
以
」
と
言
い
、

「
遂
」
と
言
い
、「
且
」
と
言
っ
て
い
て
、
下
に
つ
づ
い
て

0

0

0

0

0

0

い
る

0

0

こ

と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
ら
、〝
經
文
引
用
〟
と
い
う
よ
り
も
、

や
は
り
、
説
話
の
一
部
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
純
粹
に
〝
經

文
引
用
〟
と
言
え
る
も
の
は
無
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
確
か
に

有
る
。
そ
れ
は
、
杜
預
が
〈
春
秋
序
〉
で
〝
變
例
〟
と
名
づ
け
た

も
の
の
中
の
「
書
曰
」
の
類
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
ち
が
い
な
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
傳
が
經
と
同
文
の
場
合
、
そ
れ
が
果
し

て
、〝
經
文
引
用
〟
な
の
か
、
あ
る
い
は
説
話
の
一
部
な
の
か
は
、

微
妙
な
問
題
で
あ
る
た
め
、
完
成
形
か
ら
見
れ
ば
前
者
で
あ
り
、

制
作
過
程
か
ら
見
れ
ば
後
者
で
あ
る
、
と
依
違
し
て
お
く
の
が
、

賢
い
立
場
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
飜
譯
す
る
場
合
は
、
そ
う
も

ゆ
か
ず
、
ど
ち
ら
か
に
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
名

譯
の
譽
れ
髙
い
小
倉
芳
彦
氏
の
譯
〔
岩
波
文
庫
〕
を
見
て
み
る
こ

と
に
す
る
。
ま
ず
、
宣
公
十
年
「
公
如
齊
」
の
傳
「
公
如
齊

0

0

0　

奔

喪
」
に
つ
い
て
は
、〝
宣
公
は
葬
儀
の
た
め
齊
に
驅
け
つ
け
た
〟

〔
上
卷
、
四
三
二
頁
〕
と
あ
り
、
つ
い
で
、
同
十
七
年
「
公
弟
叔

肸
卒
」
の
傳
「
公
弟
叔
肸
卒

0

0

0

0

0　

公
母
弟
也
」
に
つ
い
て
は
、〝
宣

公
の
弟
叔
肸
が
亡
く
な
っ
た
。
宣
公
の
同
母
弟
で
あ
る
〟〔
上
卷
、

四
七
五
頁
〕
と
あ
り
、
成
公
三
年
「
夏
公
如
晉
」
の
傳
「
夏
公
如

0

0

0

晉0　

拜
汶
陽
之
田
」
に
つ
い
て
は
、〝
夏
、
成
公
は
晉
に
赴
い
て
、

（
晉
が
齊
か
ら
）
汶
陽
の
田
土
を
返
還
さ
せ
て
く
れ
た
の
に
拜
謝

し
た
〟〔
中
卷
、
四
一
頁
〕
と
あ
り
、
襄
公
八
年
「
公
如
晉
」
の

傳
「
公
如
晉

0

0

0　

朝
且
聽
朝
聘
之
數
」
に
つ
い
て
は
、〝
襄
公
は
晉

に
赴
き
、
朝
見
す
る
つ
い
で
に
、
晉
へ
の
貢
獻
品
の
數
の
命
に

從
っ
た
〟〔
中
卷
、
一
六
八
頁
〕
と
あ
り
、
昭
公
五
年
「
夏
莒
牟

夷
以
牟
婁
及
防
茲
來
奔
」
の
傳
「
夏
莒
牟

0

0

0

夷
以
牟
婁
及
防
茲
來
奔

0

0

0

0

0

0

0

0

0　

牟
夷
非
卿
而
書　

尊
地
也
」
に
つ
い
て
は
、〝
夏
、
莒
の
牟
夷
が
、

牟
婁
・
防
・
茲
（
の
三
邑
）
を
攜
え
て
來
奔
し
た
。
卿
で
も
な
い

の
に
「
牟
夷
」
と
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
土
地
を
重
視
す
る
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か
ら
で
あ
る
〟〔
下
卷
、
八
五
頁
〕
と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
限

り
、
小
倉
氏
は
後
者
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
宣
公
九
年
「
秋
取
根
牟
」
の
傳
「
秋0

取
根
牟

0

0

0　

言
易
也
」

に
つ
い
て
は
、〝
秋
、「
根
牟
ヲ
取
ル
」
と
は
、
た
や
す
く
占
領
し

た
こ
と
を
示
す
〟〔
上
卷
、
四
二
九
頁
〕
と
あ
り
、
同
十
六
年

「
秋
郯
伯
姫
來
歸
」
の
傳
「
秋
郯
伯
姫
來
歸

0

0

0

0

0

0　

出
也
」
に
つ
い
て

は
、〝
秋
、「
郯
ノ
伯
姫
、
來
歸
ス
」
と
い
う
の
は
、
離
縁
さ
れ
て

戻
っ
て
來
た
の
で
あ
る
〟〔
上
卷
、
四
七
一
頁
〕
と
あ
り
、
昭
公

二
十
五
年
「
有
鸜
鵒
來
巣
」
の
傳
「
有0

鸜
鵒
來
巣

0

0

0

0　

書
所
無
也
」

に
つ
い
て
は
、〝「
鸜
鵒
が
飛
ん
で
來
て
巣
作
り
を
し
た
」
と
經
文

に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
今
ま
で
無
か
っ
た
こ
と
だ
か
ら
で
あ

る
〟〔
下
卷
、
二
五
四
頁
〕
と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
逆
に
、

前
者
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
家
と
い

え
ど
も
、
あ
る
と
き
は
〝
經
文
引
用
〟
に
見
え
、
ま
た
あ
る
と
き

は
説
話
の
一
部
に
見
え
、
一
貫
性
を
保
つ
の
が
難
か
し
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
う
ち
、〝
經
文
引
用
〟
に
見
え

て
し
ま
う
と
い
う
方
が
、
事
態
と
し
て
は
重
大
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
こ
れ
こ
そ
が
、
説
話
集
が
《
春
秋
》
經
の
傳
と
し
て
存
立

で
き
る
基
盤
で
あ
る
と
と
も
に
、
上
述
の
よ
う
な
過
失
が
起
き
る

原
因
に
も
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
結
論
を

出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
前
に
、
筆
者
の
考
え
を
ま
と

め
て
お
く
と
、
こ
う
で
あ
る
。〝
傳
の
中
に
は
、
經
と
全
く
の
同

文
あ
る
い
は
類
似
の
文
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
前
者
を
〈
經
文

引
用
〉、
後
者
を
〈
經
文
換
言
〉
と
し
て
と
ら
え
る
よ
り
も
、
一

つ
に
し
て
、
い
ず
れ
も
み
な
、
説
話
の
一
部

0

0

0

0

0

と
し
て
と
ら
え
る
方

が
、
無
難
で
あ
る
〟
と
。〝
無
難
〟
と
言
っ
た
の
は
、
同
文
と
類

似
文
と
で
、
も
ち
ろ
ん
程
度
の
差
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
も
常

に
、
經
の
方
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
危
險
性
〔
？
〕
が
あ
る
、
か
ら
で

あ
る
〔
同
文
に
つ
い
て
は
、
小
倉
氏
の
譯
で
既
に
見
た
〕。
か
く

て
、
先
の
「
大
雨
霖
以
震
」
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
類
似
文
な
の
で

あ
り
、
そ
れ
を
説
話
の
一
部
と
み
れ
ば
よ
い
も
の
を
、
作0

傳
者

0

0

〔
經
解
者
。
ち
な
み
に
、「
凡
例
」
を
一
般
の
「
經
解
」
と
區
別
す

る
の
は
、
杜
預
の
特
殊
な
解
釋
で
あ
る
。
さ
ら
に
詳
細
な
檢
討
が

必
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
今
こ
こ
で
は
、
區
別
し
な
い
〕
さ
え

0

0

も
が
つ
い
經
文

0

0

0

0

0

0

と
誤
解

0

0

0

〔
？
〕
し0

、
そ
の
結
果
、
傳
が
傳
〔
自

身
〕
を
解
説
す
る
と
い
う
奇
妙
な
形
體
が
、
特
異
に
出
現
し
た
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
〔
な
お
、
あ
く
ま
で
類
似
し
て
い
る
だ
け

で
、
同
一
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
經
文
と
混
同
す
る
わ
け
が
な

い
、
と
思
わ
れ
る
向
き
に
は
、
次
の
文
を
見
て
欲
し
い
。「
三
月

越
子
伐
呉
」「
夏
六
月
趙
鞅
圍
衞
」「
秋
七
月
己
卯
楚
公
孫
朝
帥
師

滅
陳
」「
公
會
齊
侯
盟
于
蒙
」。
經
文
に
見
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
實

は
こ
れ
は
、
既
に
經
文
が
な
く
、
説
話
だ
け
が
存
在
す
る
哀
公
十

七
年
の
傳
文
か
ら
、
そ
れ
ら
し
き
形
に
抜
き
書
き
し
た
も
の
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
、
筆
者
は
、〝
準
經
文
〟
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と
呼
ん
で
み
た
い
。「
大
雨
霖
以
震
」
も
、
形
の
上
で
は
準
經
文

で
あ
ろ
う
〕。

【
郭
公
】

莊
公
二
十
四
年
の
經
文
「
赤
歸
于
曹
郭
公

0

0

」
に
つ
い
て
、
公
羊

傳
文
に
「
赤
者
何　

曹
無
赤
者　

蓋
郭
公
也　

郭
公
者
何　

失
地

之
君
也
」〔〝
赤
〟
と
は
誰
か
。
曹
に
赤
と
い
う
者
は
い
な
い
。
お

そ
ら
く
、
郭
公
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。〝
郭
公
〟
と
は
誰
か
。
地
を

失
っ
た
君
で
あ
る
〕
と
あ
り
、
何
注
に
「
失
地
者　

出
奔
也　

名

言
歸　

倒
郭
公
置
赤
下
者　

欲
起
曹
伯
爲
戎
所
殺　

故
使
若
曹
伯

死　

謚
之
爲
郭
公　

而
赤
微
者
自
歸
曹
也　

不
言
赤
奔
者　

從
微

者
例　

不
得
録
出
奔
」〔〝
地
を
失
っ
た
〟
と
は
、
出
奔
し
た
の
で

あ
る
。
名
（
だ
け
）
を
い
っ
て
〝
歸
〟
と
言
い
、〝
郭
公
〟
を

〝
赤
〟
の
下
に
倒
置
し
て
い
る
の
は
、
曹
伯
が
戎
に
殺
さ
れ
た
こ

と
を
示
し
た
い
か
ら
、
曹
伯
が
死
ん
で
、〝
郭
公
〟
と
お
く
り
な

0

0

0

0

し
た
と
こ
ろ
へ
、〝
赤
〟
と
い
う
微
者
が
、
自
分
か
ら
曹
に
歸
し

た
〔
身
を
よ
せ
た
〕、
か
の
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。〝
赤
奔0

〟
と

言
わ
な
い
の
は
、
微
者
の
例
に
從
っ
た
〔
名
だ
け
を
い
っ
た
〕
た

め
、
出
奔
と
し
て
記
録
で
き
な
い
、
か
ら
で
あ
る
〕
と
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
今
、
筆
者
の
手
許
に
、
宮
崎
市
定
氏
の
「
春
秋
の
郭
公

に
つ
い
て
」〔『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
五
所
收
〕
と
、
安
本
博
氏
の

「
漢
文
表
現
と
中
國
的
思
惟
の
特
質
に
關
す
る
一
二
の
考
察
」

〔『
中
國
學
の
十
字
路
』
所
收
〕
と
の
二
點
の
論
考
が
あ
り
、
後
者

は
前
者
に
對
す
る
批
判
で
あ
る
。
宮
崎
氏
の
は
、
傳
・
注
を
と
び

こ
え
て
一
氣
に
經
そ
の
も
の
に
向
か
う
、
い
わ
ば
「
春
秋
」
學
で

あ
り
、
筆
者
が
め
ざ
す
「
春
秋
學
」
學
と
は
、
本
來
、
か
か
わ
り

の
な
い
も
の
だ
が
、
傳
に
も
言
及
し
て
い
て
、
そ
の
解
釋
が
安
本

氏
の
批
判
を
受
け
て
お
り
、
し
か
も
、
安
本
氏
の
解
釋
に
も
疑
問

が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
で
公
羊
傳
文
に
つ
い
て
少
し
く
考
察

し
た
い
。
公
羊
傳
文
が
春
秋
經
文
を
ど
の
よ
う
に
讀
ん
で
い
る
の

か
、
と
い
う
基
本
的
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
宮
崎
氏
は
、
經
文

「
赤
歸
于
曹
郭
公
」
に
つ
い
て
、〝
公
羊
傳
は
こ
れ
を
、「
赤
（
人

名
）、
曹
に
歸
す
。
郭
公
な
り
」
と
讀
ん
だ
〟
と
言
い
、
こ
れ
に

對
し
て
、
安
本
氏
は
〝「
郭
公
な
り
」
と
讀
む
と
經
が
經
を
説
明

し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
、
經
と
傳
と
の
混

同
に
な
る
。
春
秋
經
に
は
、
經
が
經
を
説
明
解
釋
す
る
こ
と
は
な

い
と
の
基
本
的
前
提
が
あ
る
か
ら
こ
そ
春
秋
學
が
成
り
立
つ
〟
と

批
判
し
て
い
る
。
こ
の
安
本
氏
の
批
判
は
當
た
っ
て
お
り
、
宮
崎

氏
の
は
〝
迂
闊
な
勘
違
い
〟
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
安
本
氏
は
、
こ
れ
に
續
け
て
、〝
公
羊
傳
は
一
つ
の
讀
み
方

と
し
て
、「
赤　

曹
に
郭
公
に
歸
す
」
と
讀
ん
で
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
〟
と
、
自
ら
の
解
釋
を
披
露
し
て
い
る
。
實
は
、
こ
れ

が
疑
問
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
歸
す
る
對
象
が
曹
で
あ
り

郭
公
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
筆
者
に
は

（ 16 ）



よ
く
わ
か
ら
な
い
、
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
筆
者
に
と
っ
て
、

兩
氏
の
解
釋
は
と
も
に
不
満
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
不
滿
の
由
っ

て
來
た
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
兩
氏
が
經
文
を

普
通
の
文
章

0

0

0

0

0

と
し
て
讀
も
う
と
し
て
い
る
點
に
あ
る
、
こ
と
が
分

か
る
。
周
知
の
と
お
り
、
經
は
、
傳
に
と
っ
て
、
普
通
の
文
章
で

は
な
く
て
、
一
種
の
暗

0

0

0

0

號0

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
我
々
も
、
あ
く
ま

で
傳
の
立
場
に
た
っ
て
經
を
讀
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
、
傳
の
方
か
ら
出
發
す
れ
ば
、
答
え
は
自
明
で
あ
っ
て
、
つ
ま

り
、〝
公
羊
傳
は
經
文
を
「
郭
公
赤
、
曹
に
歸
す
」
と
讀
ん
だ
〟

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
〔
ち
な
み
に
、
穀
梁
傳
文
に
も
「
赤
蓋

郭
公
也
」
と
あ
り
、
公
羊
傳
文
の
模
倣
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
や
は

り
、
經
文
の
讀
み
方
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
拙
譯
『
春
秋
穀

梁
傳
范
甯
集
解
』（
一
九
八
八
年
、
汲
古
書
院
）
で
は
、
思
わ
ず

經
文
を
「
赤
歸
于
曹　

郭
公
」
と
句
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
七

九
頁
・
三
一
九
頁
）。
こ
の
場
を
か
り
て
お
詫
び
し
、「
赤
歸
于
曹

郭
公
」
に
訂
正
し
た
い
〕。
そ
ん
な
バ
カ
な
、
と
言
わ
れ
る
向
き

も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
な
に
せ
相
手
は
暗
號
な
の
で
あ
る
か

ら
、
一
般
の
文
法

0

0

0

0

0

に
縛
ら
れ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
、
む
し

ろ
、
こ
れ
こ
そ
が
春
秋
學
の
眞
骨
頂
と
も
言
え
る
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
暗
號
に
こ
め
ら
れ
た
《
春
秋
》
の
義
は
何
か
。
殘
念
な
が

ら
、
公
羊
傳
文
に
は
説
明
が
な
く
、
何
休
に
登
場
し
て
も
ら
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
冒
頭
に
舉
げ
た
注
で
明
瞭
な
よ
う
に
、
何
休

は
、
經
を
、
普
通
の
文
章
と
し
て
、
一
般
の
文
法
に
從
っ
て
讀
め

ば
、「
赤
、
曹
の
郭
公
に
歸
す
」
と
も
讀
め
る
、
と
い
う
點
に
着

目
す
る
。
つ
ま
り
、
何
休
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
は
、
一
つ
の
經
文

が
、
あ
る
人
物
の
亡
命
と
も
う
ひ
と
り
の
人
物
の
死
と
い
う
二
つ

の
事
件
を
、
同
時
に
表
現
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
が
こ
こ
で
の
《
春
秋
》
の
義
な
の
で
あ
る
〔
な
お
、
細
か
い
こ

と
だ
が
、
安
本
氏
は
、
何
注
を
敷
衍
す
る
も
の
と
し
て
、
徐
疏
の

「
寧
得
録
其
奔　

正0

得
言
道
赤
歸
于
曹
」
を
引
用
し
、〝
寧
ぞ
其
の

奔
る
を
得
て
、正
に
赤
歸
于
曹
（
赤　

曹
に
歸
す
）
と
言
道
（
い
）

ふ
を
得
ん
や
〟
と
讀
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
は
、
閩
・
監
・
毛
本
に

從
っ
て
、「
正
」
を
「
止
」
に
直
し
、〝
寧
ぞ
其
の
奔
を
録
す
る

0

0

0

を

得
ん
や
。
た
だ

0

0

「
赤
歸
于
曹
」
と
い
ふ
を
得
る
の
み
〟
と
讀
む
べ

き
で
あ
ろ
う
〕。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
何
休
の
解
釋
が
正
し
い

か
ど
う
か
は
、
傳
が
な
い
以
上
、
も
ち
ろ
ん
、
問
う
て
も
無
意
味

な
こ
と
で
あ
る
。

【
親
周
故
宋
】

今
に
傳
わ
る
中
國
の
古
典
の
中
に
は
、
テ
キ
ス
ト
が
不
完
全
な

も
の
が
か
な
り
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
を
相
手
に
す
る
場

合
、
多
少
無
理
で
も
、
そ
の
ま
ま
讀
み
通
す
べ
き
か
、
思
い
切
っ

て
文
字
を
い
じ
く
っ
て
、
合
理
的
に
讀
み
直
す
べ
き
か
、
判
斷
に

迷
う
こ
と
が
多
い
。『
春
秋
繁
露
』
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
一
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つ
で
あ
る
。
今
こ
こ
で
は
、
そ
の
中
の
、
確
か
に
董
仲
舒
の
も
の

と
思
わ
れ
る
〈
三
代
改
制
質
文
第
二
十
三
〉
の
一
節
を
と
り
あ

げ
、
二
樣
の
讀
み
の
試
み
を
比
較
對
照
し
て
み
た
い
。
ま
ず
は
後

者
の
讀
み
方
で
、
以
下
は
、
筆
者
が
、
諸
家
の
説
を
參
考
に
、
私

見
も
ま
じ
え
て
、
作
成
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。「
故
湯
受
命
而

王　

應
天
變
夏
作
殷
號　

時
正
白
統　

親
夏
故
虞

0

0

0

0　

絀
唐
謂
之
帝

堯　

以
神
農
爲
赤
帝　

推
庖
羲
以
爲
九
皇　

作
宮
邑
於
下
洛
之
陽　

名
相
官
曰
尹　

作
濩
樂　

制
質
禮　

以
奉
天
／
文
王
受
命
而
王　

應
天
變
殷
作
周
號　

時
正
赤
統　

親
殷
故
夏

0

0

0

0　

絀
虞
謂
之
帝
舜　

以
軒
轅
爲
黄
帝　

推
神
農
以
爲
九
皇　

作
宮
邑
於
豐　

名
相
官
曰

宰　

作
武
樂　

制
文
禮　

以
奉
天　

武
王
受
命　

作
宮
邑
於
鄗　

制
爵
五
等　

作
象
樂　

繼
文　

以
奉
天　

周
公
輔
成
王
受
命　

作

宮
邑
於
洛
陽　

成
文
武
之
制　

作
汋
樂　

以
奉
天　

殷
湯
之
後
稱

邑　

示
天
之
變
反
命　

故
天
之
命
無
常　

唯
德
是
慶
／
故
春
秋
應

天
作
新
王
之
事　

時
正
黑
統　

王
魯　

尚
黑　

絀
夏　

親
周
故
宋

0

0

0

0　

樂
宜
用
招
武
」〔
だ
か
ら
、
湯
は
、
受
命
し
て
王
と
な
る
と
、
天

に
應
じ
て
「
夏
」
を
改
め
て
「
殷
」
と
い
う
號
を
作
り
〔
上
文
に

「
咸
作
國
號
」
と
あ
る
〕、
時
〔
暦
〕
は
白
統
を
正
と
し
〔
下
文
に

「
正
白
統
者　

歷
正
日
月
朔
于
虚　

斗
建
丑
」
と
あ
る
〕、
夏
を
親

0

0

0

と
し
て

0

0

0

虞
を
故
と
し

0

0

0

0

0

、
唐
を
（
五
帝
の
中
へ
）
絀
け
て
「
帝
堯
」

と
呼
び
、「
神
農
」
を
「
赤
帝
」
と
改
稱
し
、
庖
羲
を
（
五
帝
の

中
か
ら
）
推
し
出
し
て
九
皇
（
の
一
）
に
し
た
。
宮
邑
を
下
洛
の

陽
に
作
り
〔
上
文
に
「
遷
宮
邑
」
と
あ
る
〕、
相
官
を
「
尹
」
と

名
づ
け
〔
上
文
に
「
易
官
名
」
と
あ
る
〕、
濩
樂
を
作
り
、（
質
・

文
の
う
ち
の
）
質
の
禮
を
制
定
し
て
、
天
に
從
っ
た
。
文
王
は
、

受
命
し
て
王
と
な
る
と
、
天
に
應
じ
て
「
殷
」
を
改
め
て
「
周
」

と
い
う
號
を
作
り
、
時
〔
暦
〕
は
赤
統
を
正
と
し
〔
下
文
に
「
正

赤
統
者　

歷
正
日
月
朔
于
牽
牛　

斗
建
子
」
と
あ
る
〕、
殷
を
親

0

0

0

と
し

0

0

て
夏
を
故
と
し

0

0

0

0

0

0

、
虞
を
（
五
帝
の
中
へ
）
絀
け
て
「
帝
舜
」

と
呼
び
、「
軒
轅
」
を
「
黄
帝
」
と
改
稱
し
〔
下
文
に
「
改
號
軒

轅
謂
之
黄
帝
」
と
あ
る
〕、
神
農
を
（
五
帝
の
中
か
ら
）
推
し
出

し
て
九
皇
（
の
一
）
に
し
た
。
宮
邑
を
豐
に
作
り
、相
官
を
「
宰
」

と
名
づ
け
、
武
樂
を
作
り
、（
質
・
文
の
う
ち
の
）
文
の
禮
を
制

定
し
て
、
天
に
從
っ
た
。
武
王
は
、
受
命
す
る
と
、
宮
邑
を
鄗
に

作
り
、
五
等
爵
を
制
定
し
、
象
樂
を
作
り
、
文
王
を
繼
い
で
、
天

に
從
っ
た
。
周
公
は
、
成
王
を
輔
け
て
受
命
す
る
と
、
宮
邑
を
洛

陽
に
作
り
、
文
王
・
武
王
の
制
度
を
完
成
し
、
汋
樂
を
作
っ
て
、

天
に
從
っ
た
。
殷
の
湯
の
後
裔
は
、
邑
を
稱
し
、（
そ
れ
に
よ
っ

て
）
天
意
が
變
わ
っ
て
命
を
（
殷
か
ら
）
ひ
き
も
ど
し
た
こ
と
を

示
し
た
。
つ
ま
り
、
天
の
命
は
一
定
で
は
な
く
、
そ
の
惠
與
は

（
人
の
）
德
次
第
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、《
春
秋
》
は
、
天
に
應

じ
て
新
王
の
事
を
な
し
、
時
〔
暦
〕
は
黑
統
を
正
と
し
〔
下
文
に

「
正
黑
統
者　

歷
正
日
月
朔
於
營
室　

斗
建
寅
」
と
あ
る
〕、
魯
を

王
と
し
、
黑
を
尚
び
、
夏
を
（
五
帝
の
中
へ
）
絀
け
、
周
を
親
と

0

0

0

0
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し
て
宋
を
故
と
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

〔
下
文
に
「
春
秋
上
絀
夏　

下
存
周　

以
春

秋
當
新
王
」
と
あ
る
〕。
樂
は
招
武
を
用
い
る
べ
し
と
す
る
〕。
こ

の
一
節
に
つ
い
て
は
、
實
は
こ
れ
が
、
ご
く
一
般
的
な
讀
み
方
で

あ
る
。
こ
れ
に
對
し
、
敢
え
て
前
者
の
讀
み
方
を
試
み
て
い
る
の

が
、
平
㔟
隆
郎
氏
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
を
舉
げ
る
。「
故
湯
受

命
而
正
、
應
天
變
夏
、
作
殷
號
。
時
正
曰
綂
、
故
親
夏
虞
。
絀

唐
、
謂
之
帝
堯
、
以
神
農
爲
赤
帝
、
作
宮
邑
於
下
洛
之
陽
、
名
相

宮
曰
尹
、
爵
、
謂
之
帝
舜
。
軒
轅
曰
黄
帝
、
推
神
農
以
爲
九
皇
。

作
宮
邑
於
豐
、
名
相
宮
曰
宰
、
作
武
樂
、
制
文
禮
、
以
奉
天
。
武

王
受
命
、
作
宮
邑
於
鄗
、
制
爵
五
等
、
作
象
樂
、
繼
文
、
以
奉

天
。
周
公
輔
成
王
受
命
、
作
宮
於
洛
陽
、
成
文
武
之
制
、
作
汋

樂
、
以
奉
天
。
殷
湯
之
後
、
稱
邑
示
天
之
變
反
命
。
故
天
子
命
無

常
、
唯
命
是
德
慶
。
故
春
秋
應
天
、
作
新
王
之
事
。
時
王
黑
統
、

正
魯
、
尚
黑
。
絀
夏
、
親
周

0

0

、
故
宋

0

0

樂
、
宜
親
招
武
。」〔
故
に
、

殷
の
湯
王
が
受
命
し
て
制
度
を
正
す
や
、
天
に
應
じ
て
夏
の
制
度

を
變
え
、
殷
の
號
を
作
り
時
に
正
し
て
統
（
正
統
、
の
こ
と
わ

り
）
を
述
べ
夏
王
朝
と
虞
（
舜
）
に
親
し
ん
だ
の
で
あ
る
。
唐

（
堯
）
を
し
り
ぞ
け
て
帝
堯
と
稱
し
、
神
農
を
赤
帝
と
稱
し
、（
首

都
と
な
る
）
邑
を
下
洛
の
陽
に
作
り
、
宰
相
の
宮
を
尹
と
稱
し
こ

れ
に
爵
位
を
與
え
た
。
そ
し
て
（
舜
を
）
帝
舜
と
稱
し
た
。
軒
轅

を
黄
帝
と
稱
し
、
神
農
を
加
え
て
（
帝
を
合
計
九
人
に
し
て
）
九

皇
と
稱
し
た
。
そ
し
て
宮
邑
を
豐
に
作
っ
て
相
宮
を
宰
と
稱
し
、

武
樂
を
作
り
文
禮
を
制
度
化
し
、
天
に
奉
っ
た
。（
殷
に
か
わ
っ

た
）
周
の
武
王
は
、
受
命
し
て
邑
を
鄗
に
作
り
、
五
等
の
爵
位
を

制
度
化
し
、
象
樂
を
作
り
文
王
を
繼
承
し
天
に
奉
っ
た
。
周
公
は

成
王
を
補
佐
し
て
受
命
せ
し
め
、
洛
陽
に
宮
を
作
り
、
文
武
の
制

度
を
形
あ
ら
し
め
、
汋
樂
を
作
っ
て
天
に
奉
っ
た
。
殷
の
湯
王
の

後
裔
は
、
邑
を
稱
す
る
こ
と
で
天
の
變
と
天
命
が
あ
ら
た
ま
っ
た

こ
と
を
示
し
た
。
故
に
天
子
の
命
は
常
な
る
こ
と
な
く
、
命
の
み

を
德
慶
と
し
た
。
故
に
『
春
秋
』
は
天
に
應
じ
て
新
王
の
事
を

作
っ
た
。
時
の
王
は
黑
統
（
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
）
で

あ
り
魯
を
正
し
て
黑
を
尊
ん
だ
。
夏
を
し
り
ぞ
け
て
周
に
親
し
ん

0

0

0

0

0

だ0

。
故
に

0

0

（
孔
子
と
同
じ
く
殷
の
末
裔
で
あ
る
）
宋0

の
樂
に
つ
い

て
は
招
武
の
樂
に
親
し
ん
だ
。

︱
『「
八
紘
」
と
は
何
か
』
東

京
大
學
東
洋
文
化
研
究
所
報
告
、
一
五
八
・
一
五
九
頁
〕。
一
見

し
て
、
兩
者
に
は
、〝
全
く
別
の
本
を
讀
ん
で
い
る
の
で
は
な
い

か
〟
と
疑
わ
れ
る
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
、
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
平
㔟
氏
の
讀
み
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
際
立
っ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
讀
み
の
背
後
に
は
壯
大
な
理

論
體
系
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
單
に
一
般
的
な
讀
み
と
違
う
と

い
う
だ
け
で
疏
か
に
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
た
だ
し
、
こ
と

「
親
周
故
宋
」
に
限
っ
て
は
、〝
周
に
親
し
ん
だ
。
故
に
宋

～
〟

と
讀
む
の
は
、
些
か
き
び
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う

の
も
、
莊
公
二
十
七
年
「
杞
伯
來
朝
」
の
何
注
に
「
春
秋
黜
杞　
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新
周
而
故
宋

0

0

0

0

0　

以
春
秋
當
新
王
」
と
あ
り
、
宣
公
十
六
年
「
夏
成

周
宣
謝
災
」
の
公
羊
傳
文
「
新
周
也
」
の
何
注
に
「
孔
子
以
春
秋

當
新
王　

上
黜
杞　

下
新
周
而
故

0

0

0

0

宋0

」
と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
み

な
、「
宋
」
の
下
に
何
も
な
く
、
し
か
も
、「
故
」
の
上
に
「
而
」

が
あ
る
た
め
、
さ
す
が
に
「
故
」
を
〝
ゆ
え
に
〟
と
讀
む
わ
け
に

ゆ
か
な
い
、
か
ら
で
あ
る
〔
な
お
、「
親0

周
」
で
は
な
く
て
、「
新0

周
」
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
元
來
〝
新
し
い
周
〟〔
孔
廣
森
『
通

義
』〕
等
の
意
味
で
あ
る
ら
し
い
宣
公
十
六
年
の
公
羊
傳
文
「
新

周
」
に
、
無
理
や
り
引
き
つ
け
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
董
仲
舒
の

「
親
周
」
と
何
休
の
「
新
周
」
と
に
、
本
質
的
な
意
味
の
違
い
は

な
い
。
詳
し
く
は
、
重
澤
俊
郎
『
周
漢
思
想
研
究
』
一
七
六
・
一

七
七
頁
を
參
照
〕。
し
か
し
な
が
ら
、
董
仲
舒
と
何
休
と
は
時
期

的
に
離
れ
て
い
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
〝
何
休
は
董
仲
舒
を
正
し
く

讀
ん
で
い
な
い
〟
と
い
う
論
法
も
成
り
立
つ
。
そ
こ
で
、
も
う
少

し
溯
る
と
、『
文
選
』
笙
賦
の
注
に
引
く
〈
樂
動
聲
儀
〉、
つ
ま
り

緯
書
に
「
先
魯
後
殷　

新
周
故
宋

0

0

0

0

」
と
あ
っ
て
、「
而
」
こ
そ
無

い
が
、
や
は
り
、「
宋
」
の
下
に
何
も
つ
な
が
ら
な
い
か
ら
、
何

休
の
場
合
と
同
じ
こ
と
が
言
え
る
〔
な
お
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、

「
親
周
」
で
は
な
く
て
「
新
周
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
羊
傳
文

「
新
周
」
に
無
理
や
り
引
き
つ
け
た
の
は
、
何
休
に
始
ま
る
わ
け

で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、

「
先
魯
後
殷
」
は
、
殘
念
な
が
ら
、
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
〕。

と
こ
ろ
で
、
緯
書
は
、
は
や
く
と
も
前
漢
末
で
あ
り
、
や
は
り
董

仲
舒
と
は
離
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
〝
緯
書
は
董
仲
舒
を
正

し
く
讀
ん
で
い
な
い
〟
と
い
う
論
法
が
成
り
立
つ
。
そ
こ
で
更
に

溯
る
と
、『
史
記
』
孔
子
世
家
に
「
乃
因
史
記
作
春
秋　

上
至
隱

公　

下
訖
哀
公
十
四
年　

十
二
公　

據
魯　

親
周
故

0

0

0

殷0　

運
之
三

代
」
と
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
上
の
論
法
は
よ
う
や
く
成
立
し
難

く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
司
馬
遷
は
董
仲
舒
と
密
接
な
關
係
に
あ

り
、
誤
讀
す
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
、
か
ら
で
あ
る
〔「
親
周
」

が
「
親
周
」
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
も
參
考
に
な
る
〕。
殘
る
論
法

は
〝
こ
の
文
は
司
馬
遷
當
時
の
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
後
の
も

の
で
あ
る
〟
と
い
う
も
の
だ
が
、
そ
う
判
斷
す
る
材
料
が
こ
こ
に

は
無
い
か
ら
〔
も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば
〈
太
史
公
自
序
〉
の
一
部
な

ど
、
他
の
箇
所
で
は
有
り
得
る
が
〕、
不
合
理
で
あ
ろ
う
。
以
上

の
よ
う
な
わ
け
で
、
筆
者
は
、
件
の
文
を
、
普
通
に
「
親
周
故

宋
」
と
句
切
り
、〝
周
を
親
と
し
て
宋
を
故
と
す
る
〟
と
讀
む
の

が
、
適
切
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
そ
れ
で
は
、〝
周
を
親
と
し
て

宋
を
故
と
す
る
〟
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
か
。
重
澤
氏
は
「
周
を

三
王
中
の
己
れ
に
近
き
者
と
爲
し
宋
を
三
王
中
の
故
き
者
と
す

る
」〔『
周
漢
思
想
研
究
』、
一
七
五
頁
〕
と
解
説
し
て
い
る
が
、

こ
れ
を
筆
者
な
り
に
言
い
換
え
る
と
、〝《
春
秋
》
は
、
王
者
の
系

列
と
し
て
、
己
れ
を
第
三
統
〔
新
王
者
〕
と
し
、
溯
っ
て
、
先
代

〔
周
〕
を
第
二
統
〔
親
（
近
い
方
）、
緯
書
・
何
休
に
よ
れ
ば
新
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（
新
し
い
方
）〕
と
し
、
先
先
代
〔
宋
、
つ
ま
り
殷
〕
を
第
一
統

〔
故
（
古
い
方
）〕
と
し
て
、
三
つ
の
統
を
同
時
に
存
立
さ
せ
る
〟

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
存
三
統
」
と
呼
ば
れ
る
三
統
説

で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
親
周
故
宋
」
と
は
、
董
仲
舒
の
革
命
思
想

の
眼
目
で
あ
る
三
統
説
の
集
約
的
表
現

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。

【
託
義
】

武
億
『
羣
經
義
證
』
六
〈
春
秋
公
羊
穀
梁
傳
〉
に
「
昭
公
九
年

夏
四
月
陳
火　

注　

楚
爲
無
道　

託
討
賊
行
義　

陳
臣
子
辟
門
虚

心
待
之　

而
滅
其
國
（
案
）
漢
書
五
行
志　

董
仲
舒
以
爲
陳
夏
徴

舒
殺
君　

楚
嚴
王
託
欲
爲
陳
討
賊　

陳
國
闢
門
而
待
之　

至
因
滅

陳　

陳
臣
子
尤
毒
恨
甚　

極
陰
生
陽　

故
致
火
災　

攷
縣
陳
事
在

宣
公
十
一
年　

天
之
示
警
不
應
迂
遲
至
此　

故
何
氏
不
從
董
子　

節
其
文
用
之　

主
上
八
年
冬
十
月
楚
師
滅
陳
爲
義
」
と
あ
る
。
大

意
は
〝
昭
公
九
年
の
「
夏
四
月
陳
火
」
と
い
う
災
異
に
つ
い
て
、

董
仲
舒
は
、
そ
れ
に
對
應
す
る
具
體
的
な
人
事
と
し
て
、
宣
公
十

一
年
の
「
丁
亥
楚
子
入
陳
」
を
當
て
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で

は
、
災
異
と
人
事
と
が
時
間
的
に
あ
ま
り
に
も
離
れ
過
ぎ
て
い
る

た
め
、
何
休
は
、
抽
象
的
な
解
釋
圖
式
は
變
え
な
い
ま
で
も
、
具

體
的
な
人
事
と
し
て
は
、
時
間
的
に
災
異
と
近
い
昭
公
八
年
の

「
冬
十
月
壬
午
楚
師
滅
陳
」
を
當
て
て
い
る
〟
と
い
う
こ
と
で
あ

る
〔
な
お
、
武
億
が
「
縣
陳
」
と
言
う
の
は
、
宣
公
十
一
年
の
左

氏
傳
文
に
「
遂
入
陳　

殺
夏
徴
舒　

轘
諸
栗
門　

因
縣
陳

0

0

」
と
あ

り
、
ま
た
、『
史
記
』
陳
世
家
に
「
已
誅
徴
舒　

因
縣
陳

0

0

而
有
之
」

と
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
前
者
の
下
文
に
は
「
乃
復
封

陳
」
と
あ
り
、
ま
た
、
後
者
の
下
文
に
は
「
乃
迎
陳
靈
公
太
子
午

於
晉
而
立
之　

復
君
陳
如
故　

是
爲
成
公
」
と
あ
っ
て
、
兩
者
と

も
に
、
こ
こ
で
〝
陳
を
滅
し
た
〟
と
い
う
認
識
は
な
い
〕。
さ
て
、

武
億
は
、
こ
の
文
で
、〝
何
休
の
解
釋
の
方
が
適
切
で
あ
る
〟
と

言
い
た
い
の
だ
ろ
う
が
、
災
異
解
釋
と
い
う
も
の
は
、
そ
も
そ

も
、
全
く
自
由
で
あ
る
か
ら
、
適
否
を
云
々
し
て
も
、
あ
ま
り
意

味
が
な
い
〔
ち
な
み
に
、〝
何
休
の
方
が
、
公
羊
傳
文
に
即
し
て

考
え
て
い
る
〟
と
は
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
昭

公
元
年
の
公
羊
傳
文
に
「
何
著
乎
招
之
有
罪　

言
楚
之
託
乎
討
招0

以
滅
陳
也
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
、
昭
公
八
年
の
「
冬
十
月
壬
午
楚

師
滅
陳
」
及
び
そ
の
下
の
「
執
陳
公
子
招0

放
之
于
越
」
に
相
當
す

る
、
か
ら
で
あ
る
〕。
今
こ
こ
で
筆
者
が
興
味
を
引
か
れ
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
災
異
解
釋
自
體
の
問
題
で
は
な
く
、
ず
っ
と
些
細

な
、
董
仲
舒
の
災
異
解
釋
の
中
の
「
楚
嚴
王
託
欲
爲
陳
討
賊
」
と

い
う
一
文
の
讀
み
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
手
元
に
あ
る
い
く

つ
か
の
讀
み
を
調
べ
て
み
る
と
、
ま
ず
、
江
戸
の
訓
讀
と
し
て
、

〝
楚
ノ
嚴
王
託
シ
テ

0

0

0

陳
ノ
爲
ニ
賊
ヲ
討
ン
ト
欲
〟
と
あ
る
〔
和
刻

本
正
史
『
漢
書
』（
一
）、
汲
古
書
院
、
三
三
〇
頁
〕。
次
に
、
現

代
日
本
語
譯
と
し
て
、〝
楚
の
嚴
王
は
こ0

れ
に
か
こ
つ
け
て

0

0

0

0

0

0

0

陳
の
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た
め
に
賊
を
討
ち
た
い
と
稱
し

0

0

〟
と
あ
り
〔
小
竹
武
夫
譯
、
筑
摩

書
房
『
漢
書
』
上
卷
三
〇
三
頁
〕、
ま
た
、〝
楚
の
莊
王
は
そ0

の
こ

0

0

と
を
口
實
に
し
て

0

0

0

0

0

0

0

陳
の
た
め
に
賊
を
討
と
う
と
し
た
〟
と
あ
る

〔
冨
谷
至
・
吉
川
忠
夫
譯
、
平
凡
社
『
漢
書
五
行
志
』
四
六
頁
〕。

最
後
に
、
現
代
中
國
語
譯
と
し
て
、〝
楚
嚴
王
藉0

此
事

0

0

要
爲
陳
國

討
伐
賊
寇
〟
と
あ
る
〔『
二
十
四
史
全
譯
』〈
漢
書
〉
第
一
册
五
九

七
頁
〕。
つ
ま
り
、
四
者
が
そ
ろ
っ
て
、
ほ
ぼ
同
じ
讀
み
を
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
、
こ
の
讀
み
に

少
し
く
違
和
感
を
も
つ
。
と
い
う
の
も
、「
託
」
と
は
、
確
か
に
、

〝
か
こ
つ
け
る
〟
と
か
〝
口
實
に
す
る
〟
と
か
い
っ
た
よ
う
な
意

味
で
あ
る
が
、
そ
の
對
象
と
な
る
の
は
虚
僞

0

0

の
は
ず
で
あ
っ
て
、

眞
實

0

0

で
は
あ
り
得
な
い
、
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
上
の
讀

み
で
は
、〝
こ
れ
〟
と
い
い
、〝
そ
の
こ
と
〟
と
い
い
、〝
此
事
〟

と
い
い
、
い
ず
れ
も
み
な
、
陳
の
夏
徴
舒
が
そ
の
君
を
殺
し
た
こ

と
、
つ
ま
り
、
眞
實
を
對
象
と
し
て
い
る
、
か
ら
で
あ
る
〔
賊
な

ら
ば
、
堂
堂
と
討
て
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
假
託
や
口
實
は
い
ら

な
い
〕。
他
に
讀
み
よ
う
は
な
い
の
か
。
こ
こ
で
、
先
の
公
羊
傳

文
「
言
楚
之
託
乎
討
招
以
滅
陳
也
」
が
大
い
に
參
考
に
な
る
。
と

い
う
の
も
、
こ
の
文
に
於
い
て
は
、「
託
」
の
對
象
は
「
討
招
」

で
あ
り
、「
討
招
」
は
虚
僞
だ
か
ら
で
あ
る
〔〝
招
を
討
つ

0

0

0

0

の
に
か

0

0

0

こ
つ
け
て

0

0

0

0

陳
を
滅
し
た
〟
と
讀
め
る
〕。
さ
ら
に
、
何
注
を
見
る

と
、
お
誂
え
向
き
の
文
が
あ
る
。
昭
公
九
年
「
夏
四
月
陳
火
」
の

公
羊
傳
文
「
滅
人
之
國　

執
人
之
罪
人　

殺
人
之
賊　

葬
人
之
君　

若
是
則
陳
存
悕
矣
」
の
何
注
に
「
楚
爲
無
道　

託
討
賊

0

0

0

行
義

0

0　

陳

臣
子
辟
門
虚
心
待
之　

而
滅
其
國　

若
是
則
天
存
之
者
悲
之
也
」

と
あ
る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
の
何
休

は
、
董
仲
舒
の
解
釋
を
す
っ
か
り
な
ぞ
っ
て
い
る
、
か
ら
で
あ
る

〔
先
に
〝
抽
象
的
な
解
釋
圖
式
は
變
え
な
い
〟
と
言
っ
た
所
以
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
眼
目
は
「
託
討
賊
行
義
」〝
賊
を
討
っ
て
義

を
行
な
う
こ
と
に
か
こ
つ
け
た
〟
で
あ
る
。
な
お
、
他
に
も
、
昭

公
八
年
「
葬
陳
哀
公
」
の
何
注
に
「
日
者　

疾
詐
諼

0

0

滅
人
也　

不

舉
滅
爲
重　

復
書
三
事　

言
執
者　

疾
諼
託
義

0

0　

故
列
見
之　

託

義
不
先
書
者　

本
懷
滅
心
」〝
日
を
い
っ
て
い
る
の
は
、
あ
ざ
む

0

0

0

い0

て0

人
を
滅
し
た
こ
と
を
に
く
ん
で
で
あ
る
。「
滅
」（
だ
け
）
を

重
大
で
あ
る
と
し
て
と
り
あ
げ
る
、
と
い
う
こ
と
を
せ
ず
、
さ
ら

に
、
三
事
を
書
き
、「
執
」
を
言
っ
て
い
る
の
は
、
あ
ざ
む
い
て

義
に
か
こ
つ
け
た

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
に
く
む
か
ら
、（
い
ち
い
ち
）
な
ら
べ

た
の
で
あ
る
。
義
に
か
こ
つ
け
た
の
に
、（「
執
」
を
）
先
に
書
い

て
い
な
い
の
は
、
は
じ
め
か
ら
滅
す
つ
も
り
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
〟
と
あ
る
〕。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
件
の
「
託0

欲
爲
陳
討
賊
」
は
、「
託
」
の
下
に
お
か
れ
る
對
象
「
欲
爲
陳
討

賊
」
が
虚
僞
で
あ
る
か
ら
、〝
陳
の
た
め
に
賊
を
討
ち
た
い
と
い0

つ
わ
っ
た

0

0

0

0

〟
と
讀
む
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
、
自
ず
と
分
か
る
で
あ

ろ
う
〔
ち
な
み
に
、
先
に
あ
げ
た
小
竹
譯
は
、〝
こ
れ
に
か
こ
つ

0

0

0
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け
て

0

0

～
と
稱0

し0

〟
と
、「
託
」
を
二
重
に
讀
ん
で
い
て
、
支
離

滅
裂
で
あ
る
〕。

【
兄
弟
辭
】

①
僖
公
二
十
年
「
夏
郜
子
來
朝
」
の
公
羊
傳
文
に
「
郜
子
者
何　

失
地
之
君
也　

何
以
不
名　

兄
弟
辭

0

0

0

也
」
と
あ
り
、
②
僖
公
二
十

五
年
「
宋
蕩
伯
姫
來
逆
婦
」
の
公
羊
傳
文
に
「
宋
蕩
伯
姫
者
何　

蕩
氏
之
母
也　

其
言
來
逆
婦
何　

兄
弟
辭

0

0

0

也　

其
稱
婦
何　

有
姑

之
辭
也
」
と
あ
り
、
③
僖
公
三
十
一
年
「
冬
杞
伯
姫
來
求
婦
」
の

公
羊
傳
文
に
「
其
言
來
求
婦
何　

兄
弟
辭

0

0

0

也　

其
稱
婦
何　

有
姑

之
辭
也
」
と
あ
り
、
④
文
公
十
二
年
「
春
王
正
月
盛
伯
來
奔
」
の

公
羊
傳
文
に
「
盛
伯
者
何　

失
地
之
君
也　

何
以
不
名　

兄
弟
辭

0

0

0

也
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
傳
文
中
の
「
兄
弟
辭
」
と
は
、
そ
れ
ぞ

0

0

0

れ0

、
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
何
注
を
見
て
み

る
と
、
①
に
つ
い
て
は
、「
郜　

魯
之
同
姓

0

0　

故
不
忍
言
其
絶
賤　

明
當
尊
遇
之　

異
於
鄧
穀
也
」
と
あ
り
、
②
に
つ
い
て
は
、「
宋

魯
之
間　

名
結0

婚
姻

0

0

爲
兄
弟
（
中
略
）
主
書
者　

無
出
道
也
」
と

あ
り
、
③
に
つ
い
て
は
、「
書
者　

無
出
道
也
」
と
あ
り
、
④
に

つ
い
て
は
、「
與
郜
子
同
義
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
休
に
よ
れ

ば
、
①
と
④
は
〝
同
姓
の
（
よ
し
み
に
よ
る
）
表
現
〟、
②
と
③

は
〝
婚
姻
を
結
ん
だ
間
柄
の
（
よ
し
み
に
よ
る
）
表
現
〟
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
中
、
①
④
の
解
釋
に
つ
い
て
は
、『
春
秋
繁

露
』
觀
德
の
「
盛
伯
郜
子
倶
當
絶　

而
獨
不
名　

爲
其
與
我
同
姓

0

0

兄
弟

0

0

也
」
と
い
っ
た
よ
う
な
確
證
が
あ
る
か
ら
、
ま
ず
ま
ち
が
い

の
無
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
②
③
の
解
釋
に
つ
い
て
は
、
宣
公

十
年
の
穀
梁
傳
文
の
「
公
娶0

齊　

齊
由
以
爲
兄
弟

0

0

反
之
」〔
范
注

「
齊
由
以
婚
族
故
還
魯
田　

爾
雅
釋
親
曰　

婦
之
黨
爲
婚
兄
弟
」〕

と
い
っ
た
よ
う
な
傍
證
ぐ
ら
い
し
か
な
い
か
ら
、
つ
け
入
る
餘
地

が
あ
り
、
實
際
、
異
説
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
兪
正
燮
『
癸
巳
類

稿
』
五
〈
兄
弟
辭
解
〉
に
「
公
羊
言
兄
弟
辭
者　

言
以
兄
弟
故
爲

之
辭　

僖
二
十
五
年
宋
蕩
伯
姫
來
逆
婦　

三
十
一
年
杞
伯
姫
來
求

婦　

公
羊
傳
倶
云　

兄
弟
辭
也　

何
休
云　

宋
魯
之
間　

名
結
婚

姻
爲
兄
弟　

何　

任
城
人　

以
所
聞
知
之　

可
知
漢
人
猶
有
此
名　

以
證
大
司
徒
聯
兄
弟　

曾
子
問
嗣
爲
兄
弟
之
義　

然
實
非0

公
羊
意

0

0

0

也　

僖
二
十
年
郜
子
來
朝　

文
十
二
年
盛
伯
來
奔　

公
羊
傳
云　

郜
子
者
何　

盛
伯
者
何　

失
地
之
君
也　

何
以
不
名　

兄
弟
辭
也　

言
何
以
爲
之　

失
地
諱　

可
以
兄
弟
爲
辭　

與
此
蕩
伯
姫
杞
伯
姫

二
兄
弟
辭
也
同　

乃
平
莒　

辭
取
向
也　

葬
陳
靈
公　

葬
蔡
景
公　

君
子
辭
也
之
辭　

何
以
知
之　

隱
二
年
紀
履
緰
來
逆
女　

公
羊
傳

云　

昏
禮
不
稱
主
人　

稱
諸
父
兄
師
友　

宋
公
使
公
孫
壽　

辭
窮

也　

紀
有
母　

何
以
不
稱
母　

母
不
通
也　

不
通
者　

言
婦
人
無

外
事　

不
得
以
母
命
辭
通
使　

而
此
蕩
伯
姫
杞
伯
姫
得
通
逆
婦
求

婦
者　

以
係
與
公
爲
兄
弟

0

0

0

0

0

故
可
通　

春
秋
不
譏
者　

可
以
兄
弟
爲

之
辭　

辭
得
通
則
辭
不
窮　

是
辭
之
義　

文
十
二
年
子
叔
姫　

公
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羊
傳
云　

母
弟
也　

是
兄
弟
之
義
也　

閔
元
年
傳　

子
女
子
云　

以
春
秋
爲
春
秋　

今
以
公
羊
爲
公
羊　

當
如
此
」
と
あ
り
、
兪
樾

『
羣
經
平
議
』
二
十
三
〈
春
秋
公
羊
傳
〉
に
「
其
言
來
逆
婦
何　

兄
弟
辭
也
（
僖
二
十
五
年
）
解
詁
曰　

宋
魯
之
間　

名
結
婚
姻
爲

兄
弟　

樾
謹
按
二
十
年
郜
子
來
朝　

傳
曰　

何
以
不
名　

兄
弟
辭

也　

解
詁
曰　

郜　

魯
之
同
姓　

文
十
二
年
盛
伯
來
奔　

傳
曰　

何
以
不
名　

兄
弟
辭
也　

解
詁
曰　

與
郜
子
同
義　

以
彼
例
此　

則
兄
弟

0

0

非
謂
婚
姻

0

0

0

0

也　

何
氏
此
解
殆
失
之
矣　

今
按
隱
二
年
紀
履

緰
來
逆
女　

傳
曰　

然
則
紀
有
母
乎　

曰
有　

有
則
何
以
不
稱
母　

母
不
通
也　

可
知
婦
人
無
外
事　

不
得
通
於
它
國　

蕩
伯
姫
乃
蕩

氏
之
母　

而
得
言
來
逆
婦
者　

以
其
本
魯
女

0

0

0

也　

故
曰
兄
弟
辭
也　

與
郜
盛
一
律　

不
得
輒
爲
異
説　

又
三
十
一
年
杞
伯
姫
來
求
婦　

傳
文
與
此
同　

杞
伯
姫
亦
魯
女
也
」
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
で
あ

り
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
要
旨
は
兩
説
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
〔
兩
説
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
今
こ
こ
で
は
問
わ

な
い
〕。
つ
ま
り
、
②
③
も
①
④
と
同
樣
に
〝
同
姓
〟
と
解
釋
し
、

四
者
で
統
一
を
と
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
〔
實
は
こ

の
兩
説
で
も
別
の
意
味
で
統
一
が
と
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
下
で

述
べ
る
〕。
一
方
、
こ
の
よ
う
な
異
説
を
認
め
な
い
立
場
も
あ
る
。

陳
立
『
公
羊
義
疏
』
に
「
兪
氏
專
以
兄
弟
屬
同
姓　

泥
矣
」
と
あ

る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
〔
ち
な
み
に
、
こ
こ
の
「
兪
氏
」
は
兪
樾

を
指
す
〕。「
泥
」
と
は
、〝
不
通
〟
の
意
で
あ
ろ
う
が
、
殘
念
な

が
ら
、
そ
の
理
由
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
實
は
、
筆
者
も
同
じ

く
、
何
注
を
是
と
し
異
説
を
非
と
す
る
立
場
な
の
で
、
陳
立
に
代

わ
っ
て
、
そ
の
理
由
を
以
下
に
述
べ
た
い
と
思
う
。
理
由
は
、
大

き
く
わ
け
て
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
本
來
②
③
と
は
關
係
の
な
い

隱
公
二
年
の
傳
文
を
引
き
、
そ
の
結
果
、
表
現
と
し
て
許
さ
れ
る

こ
と
と
行
爲
と
し
て
許
さ
れ
る
こ
と
と
の
混
同
を
來
た
し
て
い

る
、
か
ら
で
あ
る
〔
隱
公
二
年
の
傳
文
は
見
掛
け
に
よ
ら
ず
難
解

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
混
同
を
來
た
す
素
因
は
、
傳
文
自
體
に
も

あ
る
〕。
②
③
の
場
合
、
そ
う
書
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
も

ち
ろ
ん
表
現
と
し
て
は
許
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
實
は
、
行
爲
と

0

0

0

し
て
は
許
さ
れ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
②
の
何
注
に
「
主
書
者　

無
出
道
也
」
と
あ
り
、
③
の
何
注
に
「
書
者　

無
出
道
也
」
と
あ

る
所
以
だ
が
、
も
う
少
し
溯
れ
ば
、
②
に
關
す
る
穀
梁
傳
文
に

「
婦
人
既
嫁
不
踰
竟　

宋
蕩
伯
姫
來
逆
婦　

非
正

0

0

也　

其
曰
婦
何

也　

縁
姑
言
之
之
辭
也
」
と
あ
り
、
③
に
關
す
る
穀
梁
傳
文
に

「
婦
人
既
嫁
不
踰
竟　

杞
伯
姫
來
求
婦　

非
正

0

0

也
」
と
あ
る
〔「
縁

姑
言
之
之
辭
」
が
公
羊
の
「
有
姑
之
辭
」
の
模
倣
で
あ
る
こ
と
か

ら
し
て
、「
非
正
」
が
公
羊
へ
の
反
論
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
〕。

そ
れ
を
、
異
説
は
、
行
爲
と
し
て
許
さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
二
つ
は
、「
兄
弟
」
を
文
字
ど
お
り
の
意
味
に
解
し
て
い
る
、

言
い
換
え
れ
ば
、
個
人
間
の
關
係
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
、
か
ら

で
あ
る
。
實
は
、
こ
こ
の
「
兄
弟
」
は
、「
辭
」
と
あ
る
よ
う
に
、
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表
現
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
實
體
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
正
確
に
は
〝
あ
た
か
も
兄
弟
で
あ
る
か
の
よ
う
な
表

現
〟
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
言
い
換
れ
ば
、
個
人
と
個
人
と
の
關

係
で
は
な
く
て
、
國
と
國
と
の
關
係
な
の
で
あ
る
〔
こ
の
こ
と

は
、
①
と
④
を
見
れ
ば
す
ぐ
に
分
か
る
が
、
僖
公
二
十
八
年
の
左

氏
傳
文
に
「
合
諸
侯
而
滅
兄
弟

0

0

」
と
あ
り
、
成
公
二
年
の
左
氏
傳

文
に
「
晉
與
魯
衞　

兄
弟

0

0

也
」
と
あ
り
、
昭
公
十
三
年
の
左
氏
傳

文
に
「
絶
兄
弟

0

0

之
國

0

0

」
と
あ
る
の
も
、
參
考
に
な
ろ
う
〕。
そ
れ

を
、
異
説
は
、
②
と
③
に
つ
い
て
、
實
の
兄
弟
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
〔
①
と
④
に
つ
い
て
は
、
異
説
で
も
實
の
兄
弟
で
は
な
い
か

ら
、
先
に
〝
こ
の
兩
説
で
も
統
一
が
と
れ
て
い
な
い
〟
と
言
っ
た

の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
こ
と
で
あ
る
〕。
か
く
て
、「
兄
弟

辭
」
の
解
釋
は
、
何
休
に
從
う
の
が
無
難
で
あ
り
、
結
局
、〝
兄

弟
の
よ
う
な
親
密
な
間
柄
の

0

0

0

0

0

0

（
よ
し
み
に
よ
る
）
表
現

0

0

〟
と
い
っ

た
よ
う
な
統
一
的
解
釋
が
可
能
な
の
で
あ
る
〔〝
同
姓
〟
と
〝
婚

姻
を
結
ん
だ
間
柄
〟
と
に
、
親
密
と
い
う
點
で
本
質
的
な
差
違
は

な
い
〕。
そ
れ
で
は
、「
兄
弟
辭
」
と
は
、
具
體
的
に
ど
の
よ
う
な

表
現
〔
書
法
〕
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
①
と
④
に
つ
い
て

は
、
傳
文
に
「
何
以
不
名

0

0

」
と
あ
る
か
ら
、
自
明
で
あ
る
が
、
②

と
③
に
つ
い
て
は
、
實
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
②
の
傳
文
「
其
言

來
逆
婦
何
」
の
何
注
に
「
据
莒
慶
言
逆
叔
姫

0

0　

連
來0

者　

嫌
内
女

爲
殺
直
來
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
②
の
「
來
逆
婦0

」

（
あ
る
い
は
③
の
「
來
求
婦0

」）
の
う
ち
の
、「
來
」
は
關
係
が
な

く
、
專
ら
「
婦
」
の
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
②

と
③
の
い
ず
れ
に
も
、「
兄
弟
辭
也
」
に
つ
づ
い
て
「
其
稱
婦0

何　

有
姑
之
辭
也
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
婦
」
は
「
兄
弟
辭
」

と
は
別
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
同
樣
な
事

件
を
記
し
た
經
文
を
搔
き
集
め
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
書
法
を
歸

納
し
て
み
た
い
、
と
い
う
誘
惑
に
か
ら
れ
る
向
き
も
あ
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
そ
う
い
う
營
爲
は
、
か
つ
て
の
「
春
秋
」
學
そ
の
も

の
で
あ
り
、
筆
者
が
常
々
自
戒
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
不
本
意
で
は
あ
る
が
、
筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
問
題
は

不
明
の
ま
ま
に
し
て
お
く
他
な
い
。

【
私
行
】

兪
樾
『
羣
經
平
議
』〈
春
秋
公
羊
傳
〉
に
「
何
以
不
稱
使　

以0

爲0

臧
孫
辰
之
私
行
也
（
莊
公
二
十
八
年
）
樾
謹
按　

爲
字
衍
文
也　

以
臧
孫
辰
之
私
行
者　

言
以
私
事
行　

不
以
國
事
行
也　

今
衍
爲

字　

失
其
義
矣　

下
文
曰　

曷
爲
以0

臧
孫
辰
之
私
行　

可
證
此
文

爲
字
之
衍
」
と
あ
り
、
陳
立
『
公
羊
義
疏
』
も
、
こ
の
説
を
是
と

し
て
い
る
。
確
か
に
、
下
で
再
び
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
莊
公

二
十
七
年
の
何
注
に
も
「
不
以
公
事
行
曰
私
行
」
と
あ
る
か
ら
、

「
私
行
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
問
題
は
な
い
の
だ
が
、「
以
臧
孫

辰
之
私
行
」
と
い
う
文
章
の
讀
み
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
〔「
以

（ 25 ）



私
事
行
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
兪
樾
は
お
そ
ら
く
〝
臧
孫
辰
ノ

私
ヲ
以
テ
行
ク
〟
と
で
も
讀
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は

〝
臧
孫
辰
ノ
私
行
ヲ
以
テ
ス
〟
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
う
讀
ん
で

も
問
題
は
消
滅
し
な
い
〕。
と
い
う
の
も
、
兪
樾
の
讀
み
で
は
、

「
私
行
」
は
事
實

0

0

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
事
實
だ
と
す
る
と
、
つ

づ
い
て
「
曷
爲

0

0

以
臧
孫
辰
之
私
行
」
と
問
う
意
味
が
な
く
な
っ
て

し
ま
う
、
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
ま

ず
、
公
羊
傳
文
「
何
以
不
稱
使
」
の
何
注
に
「
据
上
大
無
麥
禾　

知
以
國
事
行

0

0

0

0　

當
言
如
也
」〝
上
に
「
大
無
麥
禾
」
と
あ
っ
て
、

國
事
に
よ
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
た
め
、「
如
」
と
言
う
べ

き
で
あ
る
、
か
ら
〟〔
ち
な
み
に
、
徐
疏
に
「
如
者　

内
稱
使
文
」

と
あ
る
〕
と
あ
り
、「
曷
爲
以
臧
孫
辰
之
私
行
」
の
何
注
に
「
据

國0

事0

也
」〝
國
事
で
あ
る
か
ら
〟
と
あ
り
、「
君
子
之
爲
國
也　

必

有
三
年
之
委　

一
年
不
熟
告
糴　

譏
也
」
の
何
注
に
「
莊
公
享
國

二
十
八
年　

而
無
一
年
之
蓄　

危
亡
切
近　

故
諱0　

使
若

0

0

國
家
不

匱　

大
夫
自
私
行
糴
也
」〝
莊
公
は
、
二
十
八
年
間
も
位
に
お
り

な
が
ら
、
一
年
分
の
た
く
わ
え
さ
え
無
く
、
危
亡
が
さ
し
迫
っ
て

い
た
か
ら
、
諱
ん
で
、
國
家
と
し
て
は
缺
乏
し
て
お
ら
ず
、
大
夫

が
勝
手
に
行
っ
て
糴
〔
か
い
よ
ね
〕
し
た
、
か
の
よ
う
に
表
現
し

た
の
で
あ
る
〟
と
あ
る
の
が
、
參
考
に
な
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ

ば
、
こ
こ
は
、
事
實
と
し
て
は
「
國
事
」
で
あ
る
も
の
を
、
魯
の

た
め
に
諱
ん
で
、「
私
行
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

し
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
、「
私
行
」
は
事
實
で
は
な
く
て
、
あ
く

ま
で
表0

現0

の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
〔
事
實
と
違
う
表
現
を

と
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、「
曷
爲
以
臧
孫
辰
之
私
行
」
と
い
う
質

問
が
生
き
る
の
で
あ
る
〕。
更
に
、
何
注
以
外
に
も
、
傍
證
は
あ

る
。『
春
秋
繁
露
』
玉
英
に
「
故
告
糴
於
齊
者　

實
莊
公
爲
之　

而
春
秋
詭
其
辭
以
予
臧
孫
辰
」
と
あ
り
、
穀
梁
傳
文
に
「
不
正　

故
舉
臧
孫
辰
以
爲
私
行
也
（
中
略
）
一
年
不
艾
而
百
姓
饑　

君
子

非
之　

不
言
如　

爲
内
諱
也
」
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
前
者
の
「
詭
其
辭
以
予
臧
孫
辰
」
と
は
、〝
表
現
を

い
つ
わ
っ
て
臧
孫
辰
の
私
行
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
た
〟
と
い
う

意
味
で
あ
り
、
後
者
の
「
舉
臧
孫
辰
以
爲
私
行
也
」
も
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
、
か
ら
で
あ
る
〔
ち
な
み
に
、
後
者
に
は
「
不
言
如　

爲

内
諱
也
」
と
い
う
、
公
羊
よ
り
も
明
確
な
文
が
あ
る
。
范
注
に

「
爲
内
諱　

故
不
稱
使　

使
若
私
行
」
と
あ
る
所
以
で
あ
る
〕。
こ

こ
で
公
羊
に
も
ど
る
と
、
莊
公
二
十
七
年
「
秋
公
子
友
如
陳
葬
原

仲
」
の
傳
文
に
「
原
仲
者
何　

陳
大
夫
也　

大
夫
不
書
葬　

此
何

以
書　

通
乎
季
子
之
私
行
也
」
と
あ
り
、
何
注
に
「
不
以
公
事
行

曰
私
行　

私
行
不
言
葬
原
仲
于
陳　

若
告
糴
者　

告
糴
上
有
無
麥

禾　

知
以
國
事
起　

此
上
下
無
起
文　

而
不
言
如
陳　

嫌
不
辟
國

事　

實
私
行
也
」〝
公
事
に
よ
ら
ず
に
行
く
の
を
「
私
行
」
と
い

う
。
私
行
で
あ
る
（
と
さ
れ
て
い
る
）
の
に
、「
葬
原
仲
于
陳
」

と
言
わ
な
い
〔「
如
陳
」
と
言
っ
て
い
る
〕
の
は
、
告
糴
〔
二
十
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八
年
〕
の
場
合
は
、「
告
糴
」
の
上
に
「
無
麥
禾
」
が
あ
る
た
め
、

（「
如
齊
」
と
言
わ
な
く
て
も
）
國
事
に
よ
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
が
、
こ
こ
は
、
上
下
に
國
事
で
あ
る
こ
と
を
示
す
表
現
が
な

い
た
め
、
も
し
「
如
陳
」
と
言
わ
な
い
と
、
國
事
を
避
け
た
の
で

は
な
く
て
、
實
際
に
（
單
な
る
）
私
行
で
あ
っ
た
か
に
ま
ぎ
ら
わ

し
い
、
か
ら
で
あ
る
〟
と
あ
っ
て
、
大
い
に
參
考
に
な
る
。
と
い

う
の
も
、「
通0

乎
季
子
之
私
行
也
」
の
「
通
」
と
は
、〝

～
で
あ

る
か
の
よ
う
に
す
る
〟
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
に
解
せ
ら
れ
る
、

か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、「
私
行
」
が
表
現

0

0

の
問
題

で
あ
る
と
す
る
と
、
莊
公
二
十
八
年
の
公
羊
傳
文
「
以
爲

0

0

臧
孫
辰

之
私
行
也
」
は
、「
以
爲
」
の
ま
ま
が
よ
く
〔
上
に
あ
げ
た
穀
梁

傳
文
に
も
「
以
爲

0

0

私
行
」
と
あ
る
〕、
む
し
ろ
、
そ
の
下
の
「
曷

爲
以0

臧
孫
辰
之
私
行
」
の
「
以
」
を
、「
以
爲
」
の
意
味
に
解
す

る
べ
き
で
あ
ろ
う
〔
テ
キ
ス
ト
と
し
て
「
爲
」
の
字
を
追
加
す
る

必
要
は
特
に
な
い
〕。
な
お
、「
以
爲
」
の
方
が
よ
い
と
し
て
も
、

こ
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
「
以
爲
」
に
は
、
限
定
條
件
が
二
つ
あ

る
。
一
つ
は
、
主
語
が
孔0

子
で
あ
る

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ

は
、
内
容
が
事
實
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
は
、〝
孔
子

0

0

の
書
法

0

0

〟
と
い
う
春
秋
學
の
原
點
か
ら
來
て
い

る
〕。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
條
件
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
例
は

他
に
あ
る
の
か
。
も
し
無
い
と
す
る
と
、
こ
こ
は
孤
立
例
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
論
證
と
し
て
弱
く
な
る
わ
け
だ
が
、
よ
く
調
べ
て

み
れ
ば
、
實
は
い
く
つ
か
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
莊
公
二
十

四
年
「
冬
戎
侵
曹　

曹
羈
出
奔
陳
」
の
公
羊
傳
文
に
「
故
君
子
以

0

0

0

爲0

得
君
臣
之
義
也
」
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
〔
な
お
、
文
公

二
年
「
公
子
遂
如
齊
納
幣
」
の
公
羊
傳
文
に
「
以
爲

0

0

有
人
心
焉
者　

則
宜
於
此
焉
變
矣
」
と
あ
る
の
も
、
實
は
、
主
語
は
君
子
つ
ま
り

孔
子
で
あ
る
〕。
後
者
に
つ
い
て
は
、
隱
公
十
一
年
「
冬
十
有
一

月
壬
辰
公
薨
」
の
公
羊
傳
文
に
「
春
秋

0

0

君
弑
賊
不
討　

不
書
葬　

以
爲

0

0

無
臣
子
也
」
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
〔
臣
子
が
事
實
と

し
て
存
在
し
な
い
わ
け
は
な
い
。
な
お
、「
春
秋
」
と
は
、
孔
子

に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
例
は
、
前
者
の
條
件
も
ク
リ
ア
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ち
な
み
に
、
調
査
の
範
圍
を
穀
梁
に
ま
で

廣
げ
て
み
る
と
、
僖
公
二
年
「
秋
九
月
齊
侯
宋
公
江
人
黄
人
盟
于

貫
」
の
穀
梁
傳
文
に
「
貫
之
盟　

不
期
而
至
者　

江
人
黄
人
也　

江
人
黄
人
者　

遠
國
之
辭0

也　

中
國
稱0

齊
宋　

遠
國
稱0

江
黄　

以0

爲0

諸
侯
皆
來
至
也
」
と
あ
り
、
成
公
十
六
年
「
曹
伯
歸
自
京
師
」

の
穀
梁
傳
文
に
「
出
入
不0

名0　

以
爲

0

0

不
失
其
國
也
」
と
あ
っ
て
、

い
ず
れ
も
同
例
と
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
莊
公
四
年
「
六
月
乙
丑

齊
侯
葬
紀
伯
姫
」
の
公
羊
傳
文
に
「
以
爲

0

0

雖
遇
紀
侯
之
殯　

亦
將

葬
之
也
」
と
あ
り
、
僖
公
二
十
二
年
「
冬
十
有
一
月
己
巳
朔
宋
公

及
楚
人
戰
于
泓　

宋
師
敗
績
」
の
公
羊
傳
文
に
「
以
爲

0

0

雖
文
王
之

戰　

亦
不
過
此
也
」
と
あ
り
、
前
者
の
何
注
に
「
以
爲
者　

設
事

0

0

辭0

而
言
之
」
と
あ
る
の
は
、
非
常
に
興
味
深
い
。
事
實
で
は
な
く
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て
表
現
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
〝
假
託
〟
に
他
な
ら
な
い
、

か
ら
で
あ
る
〕。
以
上
、
取
り
留
め
の
な
い
考
察
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
、
最
後
に
件
の
莊
公
二
十
八
年
「
臧
孫
辰
告
糴
于
齊
」

の
公
羊
傳
文
「
告
糴
者
何　

請
糴
也　

何
以
不
稱
使　

以
爲
臧
孫

辰
之
私
行
也　

曷
爲
以
臧
孫
辰
之
私
行　

君
子
之
爲
國
也　

必
有

三
年
之
委　

一
年
不
熟
告
糴　

譏
也
」
を
ま
と
め
て
譯
出
し
て
お

く
と
、〝「
告
糴
」
と
は
何
か
。
糴
〔
か
い
よ
ね
〕
を
請
う
た
の
で

あ
る
。
ど
う
し
て
使
を
稱
さ
な
い
〔「
如
」
と
言
わ
な
い
〕
の
か
。

臧
孫
辰
の
私
行
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
ど
う

し
て
、
臧
孫
辰
の
私
行
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
す
る
の
か
。
君
子

が
國
を
お
さ
め
る
場
合
に
は
、
必
ず
三
年
分
の
蓄
積
が
あ
る
も
の

で
あ
り
、
た
っ
た
一
年
み
の
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
告
糴
す
る
の

は
、
譏
ら
れ
る
べ
き
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
〟
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

【
上
殺
】

桓
公
四
年
「
春
正
月
公
狩
于
郎
」
の
公
羊
傳
文
に
「
諸
侯
曷
爲

必
田
狩　

一
曰
乾
豆　

二
曰
賓
客　

三
曰
充
君
之
庖
」
と
あ
り
、

穀
梁
傳
文
に
「
四
時
之
田
用
三
焉　

唯
其
所
先
得

0

0

0

0

0　

一
爲
乾
豆　

二
爲
賓
客　

三
爲
充
君
之
庖
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
者
が
前
者

を
模
倣
し
、「
唯
其
所
先
得
」
の
一
句
を
追
加
し
た
も
の
、
と
考

え
ら
れ
る
〔『
禮
記
』
王
制
に
も
「
天
子
諸
侯
無
事　

則
歳
三
田　

一
爲
乾
豆　

二
爲
賓
客　

三
爲
充
君
之
庖
」
と
あ
っ
て
、
字
面
は

穀
梁
に
近
い
が
、
兩
傳
と
王
制
と
の
前
後
關
係
は
、
あ
ま
り
は
っ

き
り
し
な
い
〕。
ま
た
、
前
者
の
何
注
に
「
一
者　

第
一
之
殺
也　

自
左
膘
射
之　

達
於
右
髃　

中
心
死
疾　

鮮
屑　

故
乾
而
豆
之　

中0

薦
於
宗
廟　

二
者　

第
二
之
殺
也　

自
左
膘
射
之　

達
於
右
脾　

遠
心
死
難　

故
以
爲
賓
客　

三
者　

第
三
之
殺
也　

自
左
膘
射
之　

達
于
右
　

中
腸

汚
泡　

死
遲　

故
以
充
君
之
庖
厨廚
」〝「
一
」

と
は
、
第
一
の
殺
〔
上
級
の
殺
法
〕
で
あ
る
。
左
の
膘
〔
わ
き
ば

ら
〕
か
ら
射
込
ん
で
、
右
の
髃
〔
か
た
さ
き
〕
に
達
し
、
心
臓
に

あ
た
る
た
め
、
死
ぬ
の
が
は
や
く
、（
肉
が
）
新
し
く
て
き
れ
い

だ
か
ら
、
乾
し
て
豆
に
盛
り
、
宗
廟
に
薦
め
る
の
で
あ
る
〔「
中0

薦
於
宗
廟
」
の
と
こ
ろ
は
、
よ
く
讀
め
な
い
。
取
り
敢
え
ず
、
穀

梁
疏
の
引
用
に
從
っ
て
、「
中
」
を
「
以
」
に
改
め
て
讀
ん
で
お

く
〕。「
二
」
と
は
、
第
二
の
殺
〔
中
級
の
殺
法
〕
で
あ
る
。
左
の

膘
か
ら
射
込
ん
で
、
右
の
脾
〔
も
も
〕
に
達
し
、
心
臓
に
遠
い
た

め
、
死
ぬ
の
が
や
や
お
そ
い
か
ら
、
賓
客
用
に
す
る
の
で
あ
る
。

「
三
」
と
は
、
第
三
の
殺
〔
下
級
の
殺
法
〕
で
あ
る
。
左
の
膘
か

ら
射
込
ん
で
、
右
の

〔
あ
ば
ら
〕
に
達
し
、
腸
や
胃
に
あ
た
る

た
め
、
汚
れ
が
ふ
き
出
て
、
死
ぬ
の
が
お
そ
い
か
ら
、
君
の
庖
厨廚

に
充
て
る
の
で
あ
る
〟
と
あ
り
、
後
者
の
范
注
に
「
上
殺　

中
心

死
速　

乾
之
以
爲
豆
實　

可
以
祭
祀　

次
殺　

射
髀
髂　

死
差
遲　

下
殺　

中
腸
汚
泡　

死
最
遲
」〝
上
殺
〔
上
手
の
殺
法
〕
は
、
心
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臓
に
あ
た
る
た
め
、
死
ぬ
の
が
は
や
い
か
ら
、
乾
し
て
豆
實
と
し

〔
豆
に
盛
り
〕、
祭
祀
に
用
い
る
こ
と
が
出
來
る
。
次
殺
は
、
髀
髂

〔
も
も
〕
を
射
る
た
め
、
死
ぬ
の
が
少
し
お
そ
い
。
下
殺
〔
下
手

の
殺
法
〕
は
、
腸
に
あ
た
る
た
め
、
汚
れ
が
ふ
き
出
て
、
死
ぬ
の

が
最
も
お
そ
い
〟
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
范
甯
が
何
休
を
承
け
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
う
少
し
溯
る
と
、
兩
者
に
共
通
す
る
典

據
と
し
て
、『
詩
』
小
雅
〈
車
攻
〉「
徒
御
不
驚　

大
庖
不
盈
」
の

毛
傳
に
「
一
曰
乾
豆　

二
曰
賓
客　

三
曰
充
君
之
庖　

故
自
左
膘

而
射
之　

達
于
右
腢　

爲
上
殺　

射
右
耳
本　

次
之　

射
左
髀　

達
于
右
　

爲
下
殺
」
と
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
傳
統
的
解

釋
に
對
し
て
、
異
を
と
な
え
て
い
る
の
が
兪
樾
で
、『
羣
經
平
議
』

〈
春
秋
穀
梁
傳
〉
に
「
樾
謹
按　

范
氏
所
解　

與
何
邵
公
注
公
羊　

雖
其
説
不
同　

大
旨
一
也　

然
非
傳
意
也　

傳
曰　

唯
其
所
先
得　

則
自
以
所
得
先
後
爲
次　

最
先
得
者　

以
供
祭
祀　

次
以
供
賓
客　

次
以
供
庖
厨廚
耳　

上
殺
次
殺
下
殺　

雖
經
師
相
承
有
此
説　

然
自

禮
記
王
制
及
公
穀
兩
傳
説
此
事
者　

竝
以
一
二
三
爲
次　

不
以
上

中
下
爲
次　

則
疑
其
不
足
據
矣　

設
也
所
獲
之
獸
無
可
當
上
殺
者　

將
遂
無
以
供
祭
祀
之
用
乎　

不
如
據
穀
梁
此
傳　

謂
以
所
得
先
後

爲
次　

其
説
簡
而
當
也
／
又
按　

此
傳
一
字
衍
文
也　

傳
文
本
曰　

唯
其
所
先
得
爲
乾
豆　

二
爲
賓
客　

三
爲
充
君
之
庖　

言
二
言
三

不
言
一
者　

唯
其
所
先
得
即
是
一
也　

後
人
因
公
羊
傳
一
曰
乾
豆

之
文　

而
於
此
傳
亦
加
一
字　

則
唯
其
所
先
得
五
字
不
可
通
矣　

夫
公
穀
兩
傳
文
自
不
同　

彼
用
曰
字
而
此
用
爲
字　

則
此
傳
弟
一

句
蒙
上
五
字
爲
文
可
知　

知
其
蒙
上
爲
文　

而
一
字
之
爲
衍
文
可

知　

知
一
字
之
衍　

而
其
以
所
得
先
後
爲
次
又
可
知
矣
」〝
私
の

考
え
る
と
こ
ろ
、
范
氏
の
解
釋
は
、
何
邵
公
〔
何
休
〕
の
公
羊
注

と
、
細
部
は
違
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
大
筋
は
同
じ
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
傳
の
眞
意
で
は
な
い
。
傳
に
は
「
唯
其
所
先
得
」

と
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
當
然
、
と
れ
た
順
に
、
最
初
の
も
の
を
祭

祀
に
供
し
、
次
の
も
の
を
賓
客
に
供
し
、
そ
の
次
の
も
の
を
庖
厨廚

に
供
す
る
の
で
あ
る
。「
上
殺
」「
次
殺
」「
下
殺
」
の
説
は
、
師

承
と
し
て
確
か
に
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
禮
記
の
王
制
及
び

公
・
穀
の
兩
傳
の
方
は
、
こ
の
事
を
説
く
の
に
、
い
ず
れ
も
み

な
、
一
・
二
・
三
の
順
に
し
て
お
り
、
上
・
中
・
下
の
順
に
は
し

て
い
な
い
か
ら
、（
上
殺
・
次
殺
・
下
殺
の
説
に
は
）
依
據
で
き

そ
う
も
な
い
。
も
し
か
り
に
、
と
れ
た
獸
の
中
に
上
殺
に
値
す
る

も
の
が
無
か
っ
た
場
合
は
、
そ
の
ま
ま
祭
祀
の
用
に
供
す
る
こ
と

を
や
め
に
す
る
、
と
で
も
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
穀
梁
の
こ
の
傳
に

據
っ
て
、
と
れ
た
順
と
す
る
方
が
、
説
と
し
て
、
簡
明
で
當
を
得

て
い
る
。
ま
た
考
え
る
に
、
こ
の
傳
の
「
一
」
の
字
は
衍
文
で
、

傳
文
は
本
來
「
唯
其
所
先
得
爲
乾
豆　

二
爲
賓
客　

三
爲
充
君
之

庖
」
と
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
二
」
と
言
い
、「
三
」
と
言
い
、

「
一
」
と
言
わ
な
い
の
は
、「
唯
其
所
先
得
」
が
「
一
」
に
他
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。（
そ
れ
を
）
後
人
が
、
公
羊
傳
の
「
一0

曰
乾
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豆
」
の
文
に
因
っ
て
、
こ
の
傳
に
つ
い
て
も
、「
一
」
の
字
を
加

え
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、「
唯
其
所
先
得
」
の
五
字
が
、
意

味
不
明
に
な
っ
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
公
・
穀
の
兩
傳
文
は
、
そ

れ
ぞ
れ
別
な
の
で
あ
っ
て
、
あ
ち
ら
は
「
曰
」
の
字
を
用
い
、
こ

ち
ら
は
「
爲
」
の
字
を
用
い
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
傳
の
第

一
句
は
上
の
五
字
を
受
け
て
文
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
上
を
受
け
て
文
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、「
一
」

の
字
は
衍
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
一
」
の
字
が
衍
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
と
、
と
れ
た
順
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
の
で
あ

る
〟
と
あ
る
。
こ
の
異
論
の
眼
目
は
「
唯
其

0

0

所
先
得

0

0

0

五
字
不
可

通
」
と
い
う
に
あ
り
、
五
字
の
意
味
が
解
け
な
い
限
り
、
異
論
と

し
て
強
い
説
得
力
を
持
つ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
う
ま
く
解
い
て

し
ま
っ
た
の
が
于
鬯
で
、『
香
草
校
書
』〈
春
秋
穀
梁
傳
一
〉
に

「
鬯
案　

唯
其
所
先
得　

以
所
得
先
後
爲
次　

爲
乾
豆
賓
客
君
庖

之
用　

自
當
從
兪
蔭
甫
太
史
平
議
之
説　

范
解
以
上
殺
次
殺
下
殺

貼
三
項　

則
非
先
字
之
義
矣　

惟
兪
議
以
一
字
爲
衍
文　

云
言
二

言
三
而
不
言
一
者　

唯
其
所
先
得
即
是
一　

則
説
實
大
謬　

唯
其

所
先
得
者
總
乾
豆
賓
客
君
庖
而
言　

非
專
指
乾
豆
而
言
也　

蓋
田

之
所
用　

本
不
盡
於
此
三
者　

而
此
三
者
則
唯
其
所
先
得
者
用
之　

第
一
爲
乾
豆
之
用　

第
二
爲
賓
客
之
用　

第
三
爲
君
庖
之
用　

自

四
以
下
在
天
子
則
后
世
子
之
庖　

在
諸
侯
則
世
子
之
庖　

悉
可
充

矣　

故
三
者
皆
先
得
者
也　

於
先
得
之
中
而
分
三
等　

非
一
爲
先

而
二
三
即
爲
後
也　

公
羊
此
年
傳
及
小
戴
王
制
記
皆
以
一
二
三
分

目　

則
此
一
字
之
非
衍
明
甚　

先
師
鍾
朝
美
先
生
補
注
采
兪
氏
先

得
之
説
而
舍
其
衍
文
之
説　

蓋
審
之
精
矣　

第
未
發
明
其
意　

則

兪
議
所
言
加
一
字
則
唯
其
所
先
得
五
字
不
可
通　

儻
猶
有
惑
之
者　

故
補
白
之
」〝
私
が
考
え
る
に
、「
唯
其
所
先
得
」
と
は
、
と
れ
た

順
に
、
乾
豆
・
賓
客
・
君
庖
の
用
に
供
す
る
の
で
あ
り
、
兪
蔭
甫

太
史
〔
兪
樾
〕
の
『
平
議
』
の
説
に
從
う
べ
き
で
あ
る
。
范
甯
の

解
釋
は
、「
上
殺
」「
次
殺
」「
下
殺
」
を
三
項
に
は
り
つ
け
て
い

る
か
ら
、「
先
」
の
字
の
意
味
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
。
た
だ
、

兪
氏
が
、
議
論
の
中
で
、「
一
」
の
字
を
衍
文
と
し
、「
二
」
と
言

い
、「
三
」
と
言
い
、「
一
」
と
言
わ
な
い
の
は
、「
唯
其
所
先
得
」

が
「
一
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
の
は
、

説
と
し
て
ま
こ
と
に
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。「
唯
其
所
先
得
」
と

は
、
乾
豆
と
賓
客
と
君
庖
と
を
ま
と
め
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
乾
豆
だ
け
を
指
し
て
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら

く
、
田
狩
の
用
途
は
、
本
來
、
こ
の
三
者
に
盡
き
る
も
の
で
は
な

く
、
こ
の
三
者
に
は
先
に
と
れ
た
も
の
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
つ
ま
り
）
一
番
目
の
も
の
は
乾
豆
の
用
に
供
し
、
二
番
目
の
も

の
は
賓
客
の
用
に
供
し
、
三
番
目
の
も
の
は
君
庖
の
用
に
供
し
、

四
番
目
以
降
の
も
の
は
、
天
子
で
は
、
后
・
世
子
の
庖
に
、
諸
侯

で
は
、
世
子
の
庖
に
、
殘
ら
ず
充
當
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か

ら
、
三
者
は
、
い
ず
れ
も
み
な
、
先
に
と
れ
た
も
の
な
の
で
あ
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り
、
先
に
と
れ
た
も
の
の
中
で
、
さ
ら
に
三
つ
の
等
級
に
分
け
た

の
で
あ
っ
て
、「
一
」
が
先
で
あ
り
、「
二
」「
三
」
が
後
で
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
公
羊
の
こ
の
年
の
傳
及
び
小
戴
の
王
制
記〔『
禮

記
』
王
制
〕
は
、
い
ず
れ
も
み
な
、「
一
」「
二
」「
三
」
で
區
分

し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
の
「
一
」
の
字
が
衍
で
な
い
こ
と

は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
先
師
の
鍾
朝
美
先
生
〔
鍾
文
烝
〕
の

『
補
注
』
は
、
兪
氏
の
「
先
得
」
の
説
は
採
っ
て
い
る
が
、
そ
の

「
衍
文
」
の
説
は
捨
て
て
い
る
。
精
査
の
結
果
で
あ
ろ
う
が
、（
殘

念
な
が
ら
）
そ
の
理
由
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
な
い
。
そ
の
た

め
、
兪
氏
が
言
っ
て
い
る
「
一
の
字
を
加
え
、
そ
の
結
果
、
唯
其

所
先
得
の
五
字
が
、
意
味
不
明
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
議
論
に

ま
ど
う
者
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
、（
こ
こ
に
）
補
足
し
て

お
く
〟
と
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
于
鬯
の
意
圖
と
し
て
は
、
兪

氏
の
「
先
得
」「
衍
文
」
兩
説
の
う
ち
、
後
者
を
批
判
し
た
か
っ

た
だ
け
で
、
前
者
に
は
む
し
ろ
贊
意
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
者
を
批
判
す
る
過
程
で
、「
唯
其
所
先

得
」
の
五
字
の
意
味
を
う
ま
く
解
い
て
し
ま
っ
た
た
め
、
實
は
、

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
前
者
の
説
得
力
を
も
弱
め
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
于
鬯
が
言
う
よ
う
に
、
五
字

が
三
者
を
包
含
す
る
と
す
れ
ば
、
五
字
が
と
れ
た
順

0

0

0

0

を
言
っ
て
い

る
の
に
對
し
て
、
三
者
の
方
は
何
か
別
の
區

0

0

0

分0

を
言
っ
て
い
る
と

解
し
て
も
、
何
ら
支
障
が
な
い
、
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
か

別
の
區
分
と
は
、
先
の
「
上
殺
」「
次
殺
」「
下
殺
」
で
あ
る
、
と

考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
五
字
の
意
味
が
解
け
た

以
上
、
無
理
に
傳
統
的
解
釋
に
逆
ら
う
必
要
は
ど
こ
に
も
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
、
件
の
穀
梁
傳
文
「
四
時
之
田
用

三
焉　

唯
其
所
先
得

0

0

0

0

0　

一
爲
乾
豆　

二
爲
賓
客　

三
爲
充
君
之

庖
」
の
意
味
は
〝
四
時
の
田
狩
（
の
獲
物
）
に
は
、（
主
に
）
三

つ
の
用
途
が
あ
る
。（
い
ず
れ
も

0

0

0

0

）
先
の
方
に
と
れ
た
も
の
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

用0

い
る

0

0

の
だ
が
、（
そ
の
う
ち
）
き
れ
い
な
も
の
は
宗
廟
に
供
え
、

そ
れ
に
次
ぐ
も
の
は
賓
客
の
料
理
に
使
い
、
よ
ご
れ
た
も
の
は
自

分
の
食
膳
に
用
い
る
〟
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
〔
ち
な
み
に
、
公

羊
に
は
、〝
と
れ
た
順
〟
と
い
う
觀
念
自
體
が
存
在
せ
ず
、
こ
れ

は
、
穀
梁
が
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
追
加
し
た
の
か
。
そ

の
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
田
狩
に
は
こ
の
よ
う
な
觀
念
が

馴
染
む
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
な
お
、
拙
譯
『
春
秋
穀
梁
傳
范
甯

集
解
』（
一
九
八
八
年
、
汲
古
書
院
、
二
九
八
頁
）
で
は
、
折
衷

的
で
奇
妙
な
譯
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
場
を
か
り
て
、

お
詫
び
し
、
訂
正
し
た
い
〕。

【
不
言
使
】

あ
る
同
種
の
事
項
を
記
し
た
經
文
群
か
ら
、
そ
の
事
項
に
關
す

る
書
法
の
原
則
〔
一
般
例
〕
を
歸
納
し
、
そ
の
原
則
か
ら
は
ず
れ

て
い
る
も
の
〔
特
殊
例
〕
に
着
目
し
て
、
そ
こ
に
樣
々
な
義
を
見
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出
す
、
と
い
う
の
が
、
春
秋
學
の
基
本
的
な
方
法
で
あ
る
が
、

「
外
國
の
臣0

が
魯
に
や
っ
て
來
た
」
と
い
う
事
項
に
つ
い
て
も
、

當
然
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
つ
ま
り
、
公
・
穀
い
ず
れ
も
、

〝
君
を
主
語
と
し
て
、「
使
」
の
字
を
用
い
、
そ
の
下
に
臣
を
置

く
〟
と
い
う
の
を
一
般
例
と
し
、
こ
れ
か
ら
は
ず
れ
る
〝
臣
を
主

語
と
し
て
、「
使
」
の
字
を
用
い
な
い
〟
と
い
う
特
殊
例
に
つ
い

て
は
、
傳
で
、
そ
の
都
度
、
疑
問
を
呈
示
し
、
箇
々
の
理
由
を
説

明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
體
例
を
順
に
あ
げ
る
と
、
ま
ず
、
隱

公
元
年
「
冬
十
有
二
月
祭
伯
來0

」
に
つ
い
て
、
公
羊
傳
文
に
「
何

以
不
稱
使

0

0

0

（
何
注　

据
凡
伯
稱
使
）
奔
也
」
と
あ
る
。
次
に
、
隱

公
二
年
「
九
月
紀
履
緰
來0

逆
女
」
に
つ
い
て
、
公
羊
傳
文
に
「
何

以
不0

稱
使

0

0

（
何
注　

据
宋
公
使
公
孫
壽
來
納
幣
稱
使
）
婚
禮
不
稱

主
人
」
と
あ
り
、
穀
梁
傳
文
に
「
其
不
言
使

0

0

0

何
也
（
范
注　

怪
不

言
使
履
緰
來
逆
女
）
逆
之
道
微　

無
足
道
焉
爾
」
と
あ
る
。
次

に
、
隱
公
三
年
「
秋
武
氏
子
來0

求
賻
」
に
つ
い
て
、
公
羊
傳
文
に

「
何
以
不
稱
使

0

0

0

（
何
注　

据
南
季
稱
使
）
當
喪
未
君
也
」
と
あ
り
、

穀
梁
傳
文
に
「
其
不0

言
使

0

0

何
也
（
范
注　

據
桓
十
五
年
天
王
使
家

父
來
求
車
稱
使
）
無
君
也
」
と
あ
る
。
次
に
、
桓
公
八
年
「
祭
公

來0　

遂
逆
王
后
于
紀
」
に
つ
い
て
、
公
羊
傳
文
に
「
何
以
不
稱
使

0

0

0

（
何
注　

据
宰
周
公
稱
使
）
婚
禮
不
稱
主
人
」
と
あ
り
、
穀
梁
傳

文
に
「
其
不
言
使

0

0

0

焉
何
也
（
范
注　

據
四
年
天
王
使
宰
渠
伯
糾
稱

使
）
不
正
其
以
宗
廟
之
大
事
即
謀
於
我　

故
弗
與
使
也
」
と
あ

る
。
次
に
、
莊
公
二
十
三
年
「
祭
叔
來0

聘
」
に
つ
い
て
、
穀
梁
傳

文
に
「
其
不
言
使

0

0

0

何
也　

天
子
之
内
臣
也　

不
正
其
外
交　

故
不

與
使
也
（
范
注　

何
休
曰　

南
季
宰
渠
伯
糾
家
父
宰
周
公
來
聘　

皆
稱
使　

獨
于
此
奪
之
何
也　

鄭
君
釋
之
曰　

諸
稱
使
者　

是
奉

王
命　

其
人
無
自
來
之
意　

今
祭
叔
不
一
心
於
王　

而
欲
外
交　

不
得
王
命
來　

故
去
使
以
見
之
）」
と
あ
る
〔
ち
な
み
に
、
公
羊

の
方
に
は
傳
が
な
い
が
、
何
休
の
經
注
に
「
不
稱
使
者　

公
一
陳

佗　

故
絶
使
若
我
無
君　

以
起
其
當
絶　

因
不
與
天
子
下
聘
小

人
」
と
あ
る
〕。
次
に
、
閔
公
二
年
「
冬
齊
髙
子
來0

盟
」
に
つ
い

て
、
公
羊
傳
文
に
「
何
以
不
稱
使

0

0

0

（
何
注　

据
鄭
伯
使
其
弟
語
來

盟
）
我
無
君
也
」
と
あ
り
、
穀
梁
傳
文
に
「
不
言
使

0

0

0

何
也
（
范
注　

據
桓
十
四
年
鄭
伯
使
其
弟
禦
來
盟
言
使
）
不
以
齊
侯
使
髙
子
也
」

と
あ
る
。
次
に
、
僖
公
四
年
「
楚
屈
完
來0

盟
于
師　

盟
于
召
陵
」

に
つ
い
て
、
公
羊
傳
文
に
「
何
以
不
稱
使

0

0

0

（
何
注　

据
陳
侯
使
袁

僑
如
會
）
尊
屈
完
也
」
と
あ
り
、
穀
梁
傳
文
に
「
其
不
言
使

0

0

0　

權

在
屈
完
也
」
と
あ
る
。
最
後
に
、
文
公
九
年
「
春
毛
伯
來0

求
金
」

に
つ
い
て
、
公
羊
傳
文
に
「
何
以
不
稱

0

0

使0

（
何
注　

据
南
季
稱

使
）
當
喪
未
君
也
」
と
あ
る
。
以
上
、
煩
を
い
と
わ
ず
に
列
舉
し

た
の
は
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
義

は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
て
も
、
方
法
は
い
ず
れ
も
み
な
同
じ
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
莊
公
三
十
一
年
に
「
六
月
齊
侯
來

0

0

0

獻
戎
捷
」
と
い
う
經
文
が

（ 32 ）



あ
る
。
こ
れ
は
、
普
通
に
見
れ
ば
、
先
程
の
「
外
國
の
臣0

が
魯
に

や
っ
て
來
た
」
と
い
う
事
項
と
は
全
く
異
な
る
、「
外
國
の
君0

が

魯
に
や
っ
て
來
た
」
と
い
う
事
項
の
は
ず
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ

そ
、
公
羊
傳
文
に
も
「
齊
大
國
也　

曷
爲
親0

來
獻
戎
捷
（
何
注　

据
齊
未
嘗
朝
魯
）
威
我
也　

其
威
我
奈
何　

旗
獲
而
過
我
也
」
と

あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
穀
梁
傳
文
に
は
「
齊
侯
來
獻
捷
者　

内
齊
侯
也　

不
言
使

0

0

0　

内
與
同　

不
言
使
也
」
と
い
う
奇
妙
な
解

釋
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
件
の
經
文
を
、
先
程
と
同
じ
「
外
國
の

臣0

が
魯
に
や
っ
て
來
た
」
と
い
う
事
項
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
な
ぜ
奇
妙
か
と
言
う
と
、
先
程
の
場
合
は
、「
君
使
臣
來

0

0

」

を
一
般
例
と
し
、
そ
こ
か
ら
上
の
「
君
使
」
を
省
略
し
た
「
臣

來
」
を
特
殊
例
と
し
て
い
る
た
め
、「
來
」
の
主
語
が
變
わ
ら
ず
、

自
然
で
あ
る
、
の
に
對
し
て
、
今
度
は
、
同
じ
く
「
君0

使
臣
來0

」

を
一
般
例
と
す
る
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
あ
い
だ
の
「
使
臣
」
を
省

略
し
た
「
君
來
」
を
特
殊
例
と
し
て
い
る
た
め
、「
來
」
の
主
語

が
變
わ
っ
て
し
ま
い
、
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
、
か
ら
で
あ
る

〔
つ
ま
り
、「
臣
來
」
か
ら
「
君
使
臣
來
」
へ
は
可
逆
だ
が
、「
君

來
」
か
ら
「
君
使
臣
來
」
へ
は
不
可
逆
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
〕。

そ
れ
で
は
、
穀
梁
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
解
釋
を
し
て
い
る

の
か
。
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
る
の
は
よ
い
が
、
對
象
そ
の
も
の

が
不
自
然
な
の
で
あ
る
か
ら
、
下
手
に
深
入
り
す
る
と
、
不
自
然

さ
を
倍
增
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
恰
好
の
例
が
于

鬯
で
、『
香
草
校
書
』〈
春
秋
穀
梁
傳
一
〉
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
鬯
案　

經
書
齊
侯
來　

穀
梁
子
特
明
其
不
言
使
之
故　

是
實
知

其
使
人
來　

非
親
來
也　

知
其
實
使
人
來
非
親
來
者　

此
見
穀
梁

子
明
輿
地
之
學
也　

山
戎
在
齊
北
而
魯
在
齊
南　

齊
伐
山
戎
必
無

經
魯
之
理　

是
齊
來
獻
捷
者
既
自
戎
而
歸
齊　

又
自
齊
而
來
獻　

則
齊
侯
必
不
親
爲
獻
捷
來
矣　

以
是
知
其
爲
使
也　

若
如
楊
釋
引

徐
邈
謂
齊
還
經
魯
界　

故
使
人
獻
捷　

夫
齊
還
經
魯
界　

必
齊
侯

親
經
魯
界
矣　

親
經
魯
界
則
何
以
決
其
使
人
獻
捷　

而
非
親
獻
乎　

蓋
實
牽
於
公
羊
義
以
説
穀
梁　

故
不
得
穀
梁
之
意　

公
羊
傳
云　

曷
爲
親
來
獻
捷　

威
我
也　

是
公
羊
固
以
爲
齊
侯
親
來　

又
云　

旗
獲
而
過
我
也　

著
一
過
字　

則
竟
以
齊
侯
自
戎
歸
齊
而
經
過
魯　

以
視
穀
梁
子
之
學
爲
疏
於
地
理
矣　

劉
逢
祿
穀
梁
廢
疾
申
何　

乃

謂
實
齊
侯
自
來　

安
得
言
使　

柳
興
恩
大
義
述
駁
之　

則
云
即
齊

侯
自
來　

亦
豈
親
獻　

固
必
有
使　

夫
齊
侯
自
來　

即
是
親
獻　

雖
有
御
從　

不
可
言
使　

劉
本
公
羊
家　

不
足
深
責　

柳
專
精
穀

梁
者　

於
穀
梁
之
意
亦
漫
不
加
察　

至
如
是
乎
」〝
私
が
考
え
る

と
こ
ろ
、
經
に
「
齊
侯
來
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、

穀
梁
子
が
特
に
「
使
」
と
言
っ
て
い
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
の
は
、
人
に
來
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
自
分
で
來
た
の
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
人
に

來
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
自
分
で
來
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
を
知
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
穀
梁
子
が
輿
地
の
學
に
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通
曉
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
山
戎
は
齊
の
北
に
あ
り
、

魯
は
齊
の
南
に
あ
っ
た
か
ら
、
齊
が
山
戎
を
伐
つ
の
に
、
魯
を
經

由
す
る
こ
と
は
絶
對
に
あ
り
得
な
い
。
つ
ま
り
、
齊
が
來
て
捷

〔
戰
利
品
〕
を
獻
じ
た
の
は
、
い
っ
た
ん
戎
か
ら
齊
に
歸
り
、
あ

ら
た
め
て
齊
か
ら
來
て
獻
じ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
齊
侯
が

捷
を
獻
ず
る
た
め
に
自
分
で
や
っ
て
來
る
は
ず
は
な
く
、
こ
れ
に

よ
っ
て
、
使
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
楊
釋
〔
楊
士
勛
の

疏
〕
に
引
く
徐
邈
な
ど
は
、「
齊
は
、
も
ど
る
時
に
魯
の
領
域
を

通
過
し
た
か
ら
、
人
に
捷
を
獻
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て

い
る
が
、
そ
も
そ
も
、
齊
が
も
ど
る
時
に
魯
の
領
域
を
通
過
し
た

の
な
ら
、
必
ず
や
、
齊
侯
自
身
が
魯
の
領
域
を
通
過
し
て
い
る
は

ず
で
あ
り
、
自
身
が
魯
の
領
域
を
通
過
し
た
の
な
ら
、
ど
う
し

て
、
人
に
捷
を
獻
じ
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
自
分
で
獻
じ
た
の
で

は
な
い
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
公
羊
の
義
に

す
っ
か
り
ひ
き
ず
ら
れ
て
穀
梁
を
説
い
た
か
ら
、
穀
梁
の
眞
意
を

つ
か
み
そ
こ
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
公
羊
傳
で
は
「
ど
う
し
て
、

自
分
で
來
て
戎
の
捷
を
獻
じ
た
の
か
。
わ
が
國
を
威
嚇
す
る
た
め

で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
公
羊
は
、
も
と
も
と
、
齊

侯
が
自
分
で
來
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
獲
物
を

旗
に
か
け
て
、
わ
が
國
を
通
過
し
た

0

0

0

0

の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
、

「
過
」
の
一
字
を
書
き
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
結
局
、

齊
侯
は
、
戎
か
ら
齊
に
歸
る
途
中
、
魯
を
通
過
し
た
、
と
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
穀
梁
子
の
學
が
地
理
に
疏
い
こ

と
を
呈
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
〔
ち
な
み
に
、
穀
梁
は
公
羊
よ
り

も
早
い
と
い
う
の
が
、
于
鬯
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
〕。
劉
逢
祿

『
穀
梁
廢
疾
申
何
』
が
「
齊
侯
は
ま
ち
が
い
な
く
自
分
で
來
た
の

で
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
〝
使
〟
と
言
え
よ
う
か
」
と
い
っ
て
い

る
の
に
對
し
て
、
柳
興
恩
『
大
義
述
』
は
「
た
と
え
齊
侯
が
自
分

で
來
た
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
自
分
で
獻
じ
よ
う
か
。
必
ず
人
を

使
っ
た
は
ず
で
あ
る
」
と
反
論
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
、
齊
侯

が
自
分
で
來
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
で
獻
じ
た
と
い
う
こ
と
に

他
な
ら
ず
、
お
供
が
い
た
と
し
て
も
、「
使
」
と
は
言
え
な
い
。

劉
は
も
と
も
と
公
羊
家
だ
か
ら
、
強
く
責
め
る
に
は
及
ぶ
ま
い

が
、
柳
は
穀
梁
の
專
家
の
は
ず
な
の
に
、
穀
梁
の
眞
意
に
つ
い

て
、
ぼ
ん
や
り
と
し
て
深
く
考
え
ず
、
こ
の
よ
う
な
爲
體
に
な
る

と
は
（
嘆
か
わ
し
い
）〟。
以
上
、
地
理
學
ま
で
持
ち
出
し
、
話
と

し
て
は
確
か
に
お
も
し
ろ
い
が
、
一
度
も
ど
っ
て
か
ら
出
直
し
た

場
合
は
使
者
〔
臣
〕、
途
中
で
立
ち
寄
っ
た
場
合
は
自
分
〔
君
〕、

と
い
う
よ
う
な
圖
式
が
一
般
的
に
成
り
立
つ
と
は
、
到
底
考
え
ら

れ
な
い
〔
こ
の
よ
う
な
勝
手
な
圖
式
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る

徐
邈
こ
そ
、
い
い
迷
惑
で
あ
ろ
う
。
徐
邈
の
は
、
單
に
獻
じ
た
事

情
を
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
地
理
の
話
や
、
使
者
か
自
分
か
の

話
と
は
、
直
接
に
關
係
は
な
い
〕。
そ
れ
で
は
、
奇
妙
な
解
釋

〔
于
鬯
は
、
そ
う
は
思
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
〕
は
、
い
っ
た
い
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ど
こ
か
ら
來
た
の
か
。
正
直
言
っ
て
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い

の
だ
が
、〝
君
自
身
が
獻
上
し
に
來
る
の
は
お
か
し
い
〟
と
い
う

疑
問
が
基
底
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
、
こ
こ
ま
で
は
、

公
羊
と
同
じ
で
あ
る
。
問
題
は
そ
こ
か
ら
先
で
、
公
羊
が
あ
く
ま

で
こ
の
經
文
自
體
に
踏
み
止
ま
っ
て
い
る
の
に
對
し
て
、
穀
梁

は
、
他
所
の
經
文
に
飛
ん
で
、
そ
れ
と
の
比
較
對
照
を
行
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
經
文
と
は
、
僖
公
二
十
一
年
の
「
楚
人
使0

宜
申
來
獻

0

0

捷
（
范
注　

楚
稱
人
者　

爲
執
宋
公
貶
）」
で
、
經
文

の
比
較
對
照
自
體
は
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
春
秋
學
の
基

本
的
な
方
法
な
の
だ
が
、
こ
の
莊
公
三
十
一
年
對
僖
公
二
十
一
年

の
ケ
ー
ス
は
、
先
程
述
べ
た
よ
う
な
不
可
逆
の
關
係
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
〔
つ
ま
り
、
本
來
、
比
較
對
照
す
べ
き
も
の
で
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
〕。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
穀
梁
の
解
釋
の
奇
妙

さ
の
原
因
は
、
專
ら
、〝
書
法
分
析
の
方
法
に
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
〟
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
想
像
で
あ
る
。

【
晦
】

《
春
秋
》
經
文
に
、「
朔
」
は
し
ば
し
ば
登
場
す
る
が
、「
晦
」

は
極
め
て
ま
れ
で
、
①
僖
公
十
五
年
の
「
己
卯
晦0

震
夷
伯
之
廟
」

と
、
②
成
公
十
六
年
の
「
甲
午
晦0

／
晉
侯
及
楚
子
鄭
伯
戰
于
鄢
陵　

楚
子
鄭
師
敗
績
」〔
な
お
、
こ
こ
は
、
穀
梁
と
左
氏
で
は
、
一
連

の
經
文
だ
が
、
公
羊
で
は
、「
甲
午
晦
」
と
そ
れ
以
下
と
が
別
々

の
經
文
で
あ
る
〕
と
の
、
わ
ず
か
二
箇
所
の
み
で
あ
る
。
こ
の
二

つ
の
「
晦
」
を
、
春
秋
學
で
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
解
釋
し

て
い
る
の
か
。
ま
ず
、
公
羊
だ
が
、
①
の
傳
文
に
「
晦
者
何　

冥

也　

震
之
者
何　

雷
電
擊
夷
伯
之
廟
者
也
（
中
略
）
何
以
書　

記

異0

也
」
と
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
、「
晦
」
と
「
震
」
の
兩
方
が

〝
異
〟
な
の
か
、「
震
」
の
み
な
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る
の
だ
が
、
②
の
傳
文
を
見
る
と
、「
晦
者
何　

冥
也　

何

以
書　

記
異0

也
」
と
あ
る
か
ら
、「
晦
」
も
〝
異
〟
で
あ
る
こ
と

が
は
っ
き
り
す
る
。
そ
し
て
、「
晦
」
が
〝
異
〟
で
あ
る
と
す
れ

ば
、「
冥
也
」
は
單
な
る
訓
詁
で
は
あ
り
得
ず
、
そ
の
何
注
に

「
晝
日
而
冥
〔
晝
間
な
の
に
暗
か
っ
た
〕」
と
あ
る
よ
う
に
、「
晦
」

（
す
な
わ
ち
「
冥
」）
は
一
つ
の
事
件

0

0

な
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ

そ
、
公
羊
で
は
、「
甲
午
晦
」
が
單
獨
で
經
文
と
し
て
成
立
す
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
「
晦
」
を
い
ず
れ
も
み
な
〝
暗
く

な
っ
た
と
い
う
事
件
〟
の
意
と
す
る
の
が
、
公
羊
の
解
釋
な
の
で

あ
る
〔
ち
な
み
に
、『
漢
書
』
五
行
志
下
之
上
に
「
董
仲

0

0

舒0

以
爲

夷
伯　

季
氏
之
孚
也　

陪
臣
不
當
有
廟　

震
者
雷
也　

晦
暝

0

0　

雷

擊
其
廟　

明
當
絶
去
僭
差
之
類
也
」
と
あ
る
〕。
と
こ
ろ
で
、
日

附
の
下
に
「
晦
」
と
あ
れ
ば
、「
朔
」
と
の
對
比
か
ら
、〝
晦
日
〟

の
意
と
解
す
る
方
が
自
然
の
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
な
の
に
、
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
あ
る
意
味
で
は
不
自
然
な
解
釋
を
す
る
の
か
。
そ

の
理
由
と
な
る
の
が
、
公
羊
獨
自
の
體
例
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
僖
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公
十
六
年
「
春
王
正
月
戊
申
朔
霣
石
于
宋
五　

是
月
六
鷁
退
飛
過

宋
都
」
の
傳
文
に
「
是
月
者
何　

僅
逮
是
月
也　

何
以
不
日　

晦

日
也　

晦
則
何
以
不
言
晦　

春
秋
不
書
晦

0

0

0

0

0

也　

朔
有
事
則
書　

晦

雖
有
事
不
書
」
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
こ
の

よ
う
な
體
例
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
來
た
の
か
。
推
測
の
域
を

出
な
い
が
、
あ
る
い
は
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
な
、《
春
秋
》

經
文
に
は
ほ
と
ん
ど
「
晦
」
の
字
が
見
當
た
ら
な
い
、
と
い
う
事

實
か
ら
來
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
次
に
左
氏
に
移
る
と
、
①

の
傳
文
に
「
震
夷
伯
之
廟　

罪
之
也　

於
是
展
氏
有
隱
慝
焉
」
と

あ
り
、
②
の
傳
文
に
「
甲
午
晦
楚
晨
壓
晉
軍
而
陳
」
と
あ
る
。
前

者
は
、
經
文
を
引
用
す
る
の
に
、「
己
卯
晦
」
を
一
ま
と
め
に
し

て
省
略
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、「
晦
」
を
日
附
の
一
部
と

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
者
の
「
晦
」
は
、
も
ち
ろ
ん
、
楚

が
陣
を
張
っ
た
日
附
の
一
部
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
「
晦
」

を
、
い
ず
れ
も
み
な
、〝
晦
日
〟
と
す
る
の
が
、
左
氏
の
解
釋
な

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
漢
書
』
五
行
志
下
之
上
に
「
劉
歆

0

0

以
爲

春
秋
及
朔
言
朔　

及
晦
言
晦　

人
道
所
不
及　

則
天
震
之　

展
氏

有
隱
慝　

故
天
加
誅
於
其
祖
夷
伯
之
廟　

以
譴
告
之
也　

成
公
十

六
年
六
月
甲
午
晦
晉
侯
及
楚
子
鄭
伯
戰
于
鄢
陵　

皆
月
晦
云

0

0

0

0

」
と

あ
る
こ
と
か
ら
も
證
明
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
部
分
的
に
は
、

僖
公
二
十
二
年
の
穀
梁
傳
文
「
日
事
遇
朔
曰
朔
」
及
び
成
公
十
六

年
の
穀
梁
傳
文
「
日
事
遇
晦
曰
晦
」
を
承
け
て
い
る
も
の
の
、

「
展
氏
有
隱
慝
」
は
明
ら
か
に
①
の
左
氏
傳
文
の
引
用
で
あ
り
、

ま
た
、
そ
も
そ
も
劉
歆
は
左
氏
家
と
考
え
ら
れ
る
、
か
ら
で
あ
る

〔
ち
な
み
に
、
五
行
志
の
こ
の
箇
所
で
は
、
劉
歆
の
解
釋
の
前
に
、

劉
向
つ
ま
り
穀
梁
家
と
、
董
仲
舒
つ
ま
り
公
羊
家
の
解
釋
が
並
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
〕。
な
お
、
①
の

左
氏
疏
に
「
杜
以
長
厤

0

0

推　

己
卯
晦　

九
月
三
十
日　

春
秋
値
朔

書
朔　

値
晦
書
晦　

無
義
例
也
」
と
あ
り
、
昭
公
二
十
三
年
の
左

氏
傳
文
「
戊
辰
晦0

戰
于
雞
父
」
の
疏
に
「
釋
例

0

0

曰　

經
傳
之
見
晦

朔　

此
時
史
隨
其
日
而
存
之　

無
義
例
也　

賈
氏
云　

泓
之
戰　

譏
宋
襄　

故
書
朔　

鄢
陵
之
戰　

譏
楚
子　

故
書
晦　

雞
父
之
戰　

夷
之　

故
不
書
晦　

左
氏
既
無
此
説　

案
雞
父
之
戰　

經
傳
備
詳

其
例　

非
夷
之　

實
晦
戰
而
經
不
書
晦　

明
經
不
以
晦
示
襃
貶
」

と
あ
る
の
も
、
參
考
に
な
ろ
う
。
些
か
厄
介
な
の
が
穀
梁
で
、
①

の
傳
文
に
「
晦　

冥
也
」
と
あ
り
、
②
の
傳
文
に
「
日
事
遇
晦
曰

晦
」
と
あ
る
。
な
ぜ
厄
介
か
と
言
う
と
、
後
者
は
、
明
ら
か
に
、

左
氏
と
同
じ
く
、「
晦
」
を
〝
晦
日
〟
と
解
釋
し
て
い
る
〔
だ
か

ら
、
經
文
も
「
甲
午
晦0

晉
侯
及
楚
子
鄭
伯
戰
于
鄢
陵　

楚
子
鄭
師

敗
績
」
と
、
下
に
つ
な
が
っ
て
い
る
〕
の
に
對
し
て
、
前
者
は
、

公
羊
に
酷
似
し
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
だ
と
、
穀
梁
に
は
、
異
な
る

二
種
の
解
釋
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
次
の
よ
う
な
工
夫
が
登
場
し
て
來
る
こ
と
に
な
る
。
鍾
文

烝
『
春
秋
穀
梁
經
傳
補
注
』
に
「
爾
雅
同
訓　

毛
詩
傳
曰　

晦　
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昏
也　

昧
也　

義
亦
相
近　

冥
者　

爾
雅
毛
詩
傳　

窈
也　

説
文　

幽
也　

公
羊
訓
晦
字
亦
同　

而
意
與
傳
異　

傳
云　

晦　

冥
也　

與
成
十
六
年
傳
互
相
備　

此
但
釋
晦
義　

故
曰　

晦　

冥
也　

彼

具
釋
書
晦
義　

故
曰　

日
事
遇
晦
曰
晦　

與
書
朔
同
例　

彼
疏
云　

舊
解
以
爲
僖
十
五
年
傳
曰
晦
冥
也
者　

謂
月
光
盡
而
夜
闇　

不
謂

非
晦
日
也　

舊
解
是
也　

公
羊
曰　

春
秋
朔
有
事
則
書　

晦
雖
有

事
不
書　

其
釋
二
晦
皆
曰　

晦
者
何　

冥
也　

何
以
書　

記
異
也　

何
休
以
爲
晝
日
而
冥　

證
之
他
書　

如
史
記
秦
本
紀
六
國
表　

日

食
晝
晦　

如
呂
氏
春
秋
云　

日
有
鬭
蝕　

有
晝
盲　

如
爾
雅
云　

霧
謂
之
晦　

此
等
皆
合
公
羊
之
意　

與
穀
梁
截
然
不
同
矣　

漢
書

五
行
志
劉
向
説
穀
梁
二
晦
皆
用
公
羊　

楊
疏
則
謂
二
晦　

一
同
公

羊　

一
同
左
氏　

不
從
舊
解
之
義　

孔
穎
達
亦
謂
此
年
穀
梁
與
公

羊
同　

其
説
皆
誤
」〝（
傳
の
「
晦　

冥
也
」
に
つ
い
て
）『
爾
雅
』

は
同
じ
訓
で
あ
る
。『
毛
詩
傳
』
に
も
「
晦　

昏
也　

昧
也
」
と

あ
っ
て
、
意
味
が
近
い
。
冥
は
、『
爾
雅
』・『
毛
詩
傳
』
に
「
窈

也
」
と
あ
り
、『
説
文
』
に
「
幽
也
」
と
あ
る
。
公
羊
も
「
晦
」

の
字
を
同
樣
に
訓
じ
て
い
る
が
、
意
味
が
こ
の
傳
〔
穀
梁
傳
〕
と

は
異
な
る
。
こ
の
傳
に
「
晦　

冥
也
」
と
あ
る
の
は
、
成
公
十
六

年
の
傳
と
相
補
の
關
係
に
あ
る
。（
つ
ま
り
）
こ
こ
で
は
、
單
に

「
晦
」
の
意
味
を
釋
す
る
か
ら
、「
晦　

冥
也
」
と
い
い
、
か
し
こ

で
は
、「
晦
」
を
書
く
意
味
を
く
わ
し
く
釋
す
る
か
ら
、「
日
事
遇

晦
曰
晦
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、（
後
者
は
）「
朔
」
を
書
く

場
合
〔
僖
公
二
十
二
年
〕
と
同
例
で
あ
る
。
か
し
こ
の
疏
に
「
舊

解
で
は
〝
僖
公
十
五
年
の
傳
に
「
晦　

冥
也
」
と
あ
る
の
は
、
夜

間
に
月
の
光
が
盡
き
て
眞
暗
闇
に
な
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ

て
、
晦
日
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
〟
と
し
て
い

る
」
と
あ
る
。
こ
の
舊
解
は
正
し
い
。
公
羊
に
は
「
春
秋
朔
有
事

則
書　

晦
雖
有
事
不
書
」
と
あ
っ
て
、
二
つ
の
「
晦
」
を
釋
す
る

の
に
、
い
ず
れ
も
み
な
、「
晦
者
何　

冥
也　

何
以
書　

記
異
也
」

と
言
っ
て
お
り
、
何
休
は
「
晝
間
な
の
に
暗
い
」
と
し
て
い
る
。

こ
れ
を
他
書
で
檢
證
し
て
み
る
と
、『
史
記
』
秦
本
紀
・
六
國
表

に
「
日
食
晝
晦
」
と
あ
り
、『
呂
氏
春
秋
』
に
「
日
有
鬭
蝕　

有

晝
盲
」
と
あ
り
、『
爾
雅
』
に
「
霧
謂
之
晦
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ

ら
は
、
い
ず
れ
も
み
な
、
公
羊
の
意
と
合
致
す
る
が
、
穀
梁
と
は

は
っ
き
り
異
な
る
。『
漢
書
』
五
行
志
で
は
、
劉
向
が
穀
梁
の
二

つ
の
「
晦
」
を
説
く
の
に
、
い
ず
れ
も
み
な
、
公
羊
を
用
い
て
お

り
、
楊
疏
は
、
二
つ
の
「
晦
」
の
う
ち
、
一
つ
は
公
羊
と
同
じ
で

あ
り
、
一
つ
は
左
氏
と
同
じ
で
あ
る
、
と
言
っ
て
、
舊
解
の
義
に

從
っ
て
お
ら
ず
、
孔
穎
達
も
ま
た
、
こ
の
年
の
穀
梁
と
公
羊
と
は

同
じ
で
あ
る
、
と
言
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
説
は
、
い
ず
れ
も
み

な
、
誤
り
で
あ
る
〟
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

「
漢
書
五
行
志
劉
向
説
穀
梁
二
晦
皆
用
公
羊
」
と
い
う
の
は
、
五

行
志
下
之
上
に
「
釐
公
十
五
年
九
月
己
卯
晦
震
夷
伯
之
廟　

劉
向

0

0

以
爲
晦　

暝
也　

震　

雷
也　

夷
伯　

世
大
夫　

正
晝
雷　

其
廟
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獨
冥　

天
戒
若
曰　

勿
使
大
夫
世
官　

將
專
事
暝
晦　

明
年
公
子

季
友
卒　

果
世
官　

政
在
季
氏　

至
成
公
十
六
年
六
月
甲
午
晦　

正
晝
皆
暝　

陰
爲
陽　

臣
制
君
也　

成
公
不
寤　

其
冬
季
氏
殺
公

子
偃　

季
氏
萌
於
釐
公　

大
於
成
公　

此
其
應
也
」
と
あ
る
の
を

指
す
。
ま
た
、「
楊
疏
則
謂
二
晦　

一
同
公
羊　

一
同
左
氏　

不

從
舊
解
之
義
」
と
い
う
の
は
、
②
の
穀
梁
疏
に
「
舊
解
以
爲

0

0

0

0

僖
十

五
年
傳
曰
晦
冥
也
者　

謂
月
光
盡
而
夜
闇　

不
謂
非
晦
日
也　

今0

以
爲

0

0

震
夷
伯
之
廟
云
晦
者　

如
公
羊
晝
日
爲
冥　

自
餘
稱
晦
者　

是
月
盡
日
也
」
と
あ
る
の
を
指
す
。
ま
た
、「
孔
穎
達
亦
謂
此
年

穀
梁
與
公
羊
同
」
と
い
う
の
は
、
①
の
左
氏
疏
に
「
公
羊
穀
梁
傳

皆
以
晦
爲
冥　

謂
晝
日
闇
冥
也
」
と
あ
る
の
を
指
す
。
さ
て
、
以

上
の
鍾
文
烝
の
工
夫
だ
が
、
統
一
解
釋
を
欲
す
る
氣
持
ち
は
わ
か

る
が
、
あ
ま
り
説
得
力
が
あ
る
と
は
言
え
ま
い
。
相
互
補
完
の
關

係
な
ど
は
、
ア
イ
デ
ア
と
し
て
お
も
し
ろ
い
が
、
な
に
せ
、
穀
梁

が
ど
う
し
て
公
羊
と
截
然
と
區
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

〔
模
倣
と
考
え
て
は
い
け
な
い
の
か
〕
が
一
向
に
説
明
さ
れ
て
い

な
い
、
か
ら
で
あ
る
。〝
劉
向
は
公
羊
を
用
い
て
い
る
〟
と
い
う

が
、
五
行
志
の
書
式
か
ら
し
て
、
後
に
「
董
仲
舒
以
爲
」
と
あ

り
、
さ
ら
に
「
劉
歆
以
爲
」
と
あ
る
以
上
、
こ
こ
の
「
劉
向
以

爲
」
は
、
穀
梁
説
に
ま
ち
が
い
な
い
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
す
ぐ

下
の
「
晦　

暝
也　

震　

雷
也　

夷
伯　

世
大
夫
」
は
、
ほ
ぼ
穀

梁
傳
文
の
ま
ま
で
あ
る
。
か
く
て
、
①
の
「
晦
」
に
つ
い
て
は
、

公
羊
も
穀
梁
も
同
じ
解
釋
で
あ
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う

〔
お
そ
ら
く
は
、
晩
出
の
穀
梁
が
先
出
の
公
羊
を
模
倣
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
〕。
つ
ま
り
、
上
に
舉
げ
た
穀
梁
疏
の
今
解
と
、
左
氏

疏
の
所
説
が
正
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

穀
梁
に
於
け
る
異
な
る
二
種
の
解
釋
の
並
存
は
、
甘
受
せ
ざ
る
を

得
な
い
事
柄
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔
な
お
、
穀
梁
に
於

け
る
②
の
「
晦
」
が
〝
晦
日
〟
の
意
で
あ
る
こ
と
は
、
傳
に
明
文

が
あ
る
の
に
、
劉
向
は
な
ぜ
、
公
羊
に
合
わ
せ
て
〝
暗
い
〟
と
解

釋
し
て
い
る
の
か
、
實
に
不
可
思
議
で
あ
る
。
何
か
の
ま
ち
が
い

な
の
か
、
と
言
っ
て
も
、
證
據
が
な
い
。
ち
な
み
に
、『
漢
書
』

楚
元
王
傳
に
み
え
る
劉
向
の
封
事
の
中
に
、《
春
秋
》
に
於
け
る

災
異
の
種
類
と
そ
の
回
數
が
舉
げ
ら
れ
て
い
る
が
、「
晝
冥
晦
」

に
つ
い
て
は
、
果
し
て
一
回
な
の
か
二
回
な
の
か
、
殘
念
な
が
ら

數
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
劉
向
に
も
、
鍾
文
烝
と

同
じ
よ
う
な
統
一
解
釋
へ
の
願
望
が
あ
り
、
鍾
文
烝
が
①
を
②
に

取
り
込
も
う
と
し
た
の
に
對
し
て
、
劉
向
は
②
を
①
に
取
り
込
も

う
と
し
た
の
か
、
と
言
っ
て
も
、
推
測
の
域
を
出
な
い
〕。
以
上
、

①
②
の
「
晦
」
に
關
す
る
三
傳
の
解
釋
を
整
理
す
る
と
、
公
羊
傳

は
、
①
も
②
も
〝
暗
い
〟、
穀
梁
傳
は
、
①
が
〝
暗
い
〟
で
、
②

が
〝
晦
日
〟、
左
氏
傳
は
、
①
も
②
も
〝
晦
日
〟、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
今
こ
れ
を
、
公
羊
傳
→
穀
梁
傳
→
左
氏
傳
と
い
う
流
れ
で

考
え
る
と
、
不
自
然
な
〔
お
も
し
ろ
い
〕
解
釋
か
ら
自
然
な
〔
つ
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ま
ら
な
い
〕
解
釋
へ
の
變
遷
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
出
來
る
。

つ
ま
り
、
穀
梁
は
、
①
に
つ
い
て
は
、
公
羊
を
模
倣
し
た
も
の

の
、
②
に
つ
い
て
は
、
そ
の
不
自
然
さ
に
氣
づ
き
、
統
一
を
犧
牲

に
し
て
ま
で
も
、
自
然
な
新
解
釋
を
提
示
し
、
左
氏
は
、
穀
梁
の

こ
の
新
解
釋
を
模
倣
し
、
そ
れ
を
①
に
ま
で
適
用
し
て
、
い
っ
た

ん
崩
れ
た
解
釋
の
統
一
を
取
り
戻
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

か
。（
本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
度
跡
見
学
園
特
別
研
究
助
成
費
に
よ
る
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
）
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